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科目 本試験問題 TAC予想問題

簿
記
論

〔第一問〕問２ ➡ 実力完成答練　第４回〔第一問〕

〔第二問〕問１ ➡

実力完成答練　第１回〔第一問〕問１
実力完成答練　第２回〔第一問〕問３
直前予想答練　第３回〔第三問〕
全国公開模試〔第二問〕問１

〔第二問〕問２ ➡ 全国公開模試〔第二問〕問８

〔第二問〕問３ ➡
実力完成答練　第３回〔第二問〕
実力完成答練　第１回〔第一問〕問１
実力完成答練　第２回〔第一問〕問３

〔第三問〕 ➡

実力完成答練　第１回〔第三問〕
実力完成答練　第２回〔第三問〕
実力完成答練　第４回〔第二問〕
実力完成答練　第４回〔第三問〕
実力完成答練　第６回〔第三問〕
直前予想答練　第２回〔第三問〕

財
務
諸
表
論

〔第三問〕８ ➡ 実力完成答練　第１回〔第三問〕12
〔第三問〕１⑴ ➡ 実力完成答練　第２回〔第三問〕１⑴
〔第三問〕２⑸ ➡ 実力完成答練　第５回〔第三問〕２⑶
〔第三問〕６⑵ ➡ 全国公開模試〔第三問〕７⑶
〔第三問〕10 ➡ 全国公開模試〔第三問〕12
〔第三問〕６⑴ ➡ 実力完成答練　第５回〔第三問〕５
〔第三問〕４⑴ ➡ 実力完成答練　第５回〔第三問〕３
〔第三問〕11 ➡ 直前予想答練　第３回〔第三問〕11
〔第二問〕問1-4 ➡ 実力完成答練　第４回〔第一問〕３
〔第二問〕問2-1 ➡ 実力完成答練　第４回〔第一問〕５
〔第一問〕１⑴ ➡ 直前予想答練　第１回〔第一問〕１

法
人
税
法

〔第一問〕 ➡
直前予想答練　第３回〔第一問〕
全国公開模試〔第一問〕

〔第二問〕 ➡

実力完成答練　第１回　問２
実力完成答練　第４回　問２
実力完成答練　第６回　問２
直前予想答練　第１回　問２
直前対策補助問題　第１回
直前対策補助問題　第７回
直前対策補助問題　第８回　問５

所
得
税
法

〔第一問〕 ➡
実力完成答練　第５回〔第一問〕問１
直前予想答練　第２回〔第一問〕問１
実力完成答練　第４回〔第一問〕問２

〔第二問〕 ➡

実力完成答練　第５回〔第二問〕
全国公開模試〔第二問〕問１
直前対策講義　第２回　補助問題
実力完成答練　第３回〔第一問〕問１
実力完成答練　第４回〔第二問〕問１

相
続
税
法

〔第一問〕問１ ➡
実力完成答練　第２回〔第一問〕問１⑴
実力完成答練　第５回〔第一問〕問１

〔第二問〕
【資料１】２．

➡ 実力完成答練　第２回〔第二問〕【資料１】２．

　　　　 ３. ⑷ ➡ 実力完成答練　第２回〔第二問〕【資料１】3. ⑴ ②
　　　　 ３. ⑸ ➡ 実力完成答練　第３回〔第二問〕【資料１】3. ⑴
　　　　 ３. ⑹ ➡ 補助問題　第９回【資料１】4. ⑷
　　　　 ３. ⑺ チ ➡ 全国公開模試〔第二問〕【資料１】3. ⑼ リ
　　　　 ３. ⑺ リ. ヌ. ➡ 実力完成答練　第６回〔第二問〕【資料１】3. ⑹ ⑥ ⑦
　　　　 ３. ⑻ ➡ 実力完成答練　第４回〔第二問〕【資料１】3. ⑹ ① ②
　　　　 ３. ⑼ ➡ 実力完成答練　第１回〔第二問〕【資料１】3. ⑻
　　　　 ４. ➡ 実力完成答練　第４回〔第二問〕【資料１】7.
　　　　 ５. ➡ 実力完成答練　第２回〔第二問〕【資料１】5.
　　　　 ６. ⑵ ➡ 実力完成答練　第３回〔第二問〕【資料１】6.⑴ 注2.

　　　　 ７. ⑴ ➡
実力完成答練　第３回〔第二問〕【資料１】2. 注6.
実力完成答練　第３回〔第二問〕【資料１】6.⑵ 注3.

科目 本試験問題 TAC予想問題

酒
税
法

〔第二問〕１ ➡ 直前予想答練　第２回〔第二問〕１
〔第二問〕Ａ ➡ 実力完成答練　第２回〔第二問〕Ｈ
〔第二問〕Ｂ ➡ 全国公開模試〔第二問〕Ｂ
〔第二問〕Ｃ ➡ 全国公開模試〔第二問〕Ｄ
〔第二問〕Ｄ ➡ 全国公開模試〔第二問〕Ｈ
〔第二問〕Ｅ ➡ 実力完成答練　第３回〔第二問〕５
〔第二問〕Ｆ ➡ 直前講義　第１回・補助問題〔問題〕Ａ
〔第二問〕Ｇ ➡ 直前予想答練　第１回〔第二問〕４
〔第二問〕Ｈ ➡ 全国公開模試〔第二問〕Ｇ
〔第二問〕５ ➡ 直前予想答練　第２回〔第二問〕９
〔第二問〕６ ➡ 実力完成答練　第１回〔第二問〕10
〔第二問〕７ ➡ 全国公開模試〔第二問〕７
〔第二問〕８ ➡ 実力完成答練　第２回〔第二問〕７
〔第二問〕９ ➡ 実力完成答練　第４回〔第二問〕９
〔第二問〕10 ➡ 実力完成答練　第１回〔第二問〕７

消
費
税
法

〔第一問〕問１⑴⑵ ➡
実力完成答練　第１回〔第一問〕問１⑴
理論ドクター　P164
理論ドクター　P167

〔第一問〕問２⑶ ➡ 上級テキスト（P195）及び レギュラー速修テキスト（P87）
〔第一問〕問２⑷ ➡ 直前予想答練　第１回〔第一問〕問２①
〔第二問〕問１
　前提資料５ ➡ 全国公開模試〔第二問〕前提資料１

〔第二問〕問１
　前提資料１ ➡ 実力完成答練　第２回　前提資料⑹

〔第二問〕問１
　【資料】５ ➡ 補助問題　第３回〔第二問〕問２

〔第二問〕問１
　【資料】６ ➡ 合格情報補助問題〔第二問〕

〔第二問〕問２
　【資料】４ ➡ 直前予想答練　第２回〔第二問〕問１〔資料〕１

〔第二問〕問２
　〔付記事項〕⑸② ➡ 補助問題　第２回〔第二問〕〈付記事項〉⑺①

〔第二問〕問２
　〔付記事項〕⒅① ➡ 合格情報補助問題〔第二問〕〔付記事項〕�①

〔第二問〕問２
　〔付記事項〕⒆ ➡ 合格情報補助問題〔第二問〕〔付記事項〕�①

固
定
資
産
税

〔第一問〕問１ ➡
実力完成答練　第３回〔第一問〕１
実力完成答練　第２回〔第一問〕問１

〔第一問〕問２ ➡
実力完成答練　第１回〔第一問〕１
直前予想答練　第２回〔第一問〕１

〔第二問〕問１ ➡
実力完成答練　第４回〔第二問〕１
実力完成答練　第２回〔第二問〕問１
直前対策講義　第１回〔補助問題〕１

〔第二問〕問２ ➡
実力完成答練　第２回〔第二問〕問２
直前予想答練　第１回〔第二問〕２
直前対策講義　第３回〔補助問題〕１

事
業
税

〔第一問〕問１ ➡ 直前予想答練　第２回〔第一問〕問１
〔第一問〕問２ ➡ 実力完成答練　第２回〔第一問〕問１
〔第二問〕 ➡ 実力完成答練　第４回〔第一問〕問２
〔第三問〕問１ ➡ 実力完成答練　第４回〔第二問〕

住
民
税

〔第一問〕 ➡
全国公開模試〔第一問〕
実力完成答練　第３回〔第一問〕

〔第二問〕 ➡

全国公開模試〔第二問〕
実力完成答練　第４回〔第二問〕
直前予想答練　第１回〔第二問〕
実力完成答練　第１回〔第二問〕
直前予想答練　第２回〔第二問〕
実力完成答練　第２回〔第二問〕

国
税
徴
収
法

〔第一問〕問２ ➡ 直前予想答練　第２回〔第一問〕
〔第二問〕問１ ➡ 全国公開模試〔第二問〕

第67回　税理士試験
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TACの教材・答練が

本試験で
簿 記 論

本試験問題 TAC予想問題
〔第一問〕問２（キャッシュ・フロー計算書）
　問２�　Ｃ社のX1年度（自X1年４月１日、至X2年３月31日）に関連

する次の【資料１】～【資料５】に基づいて、以下の空欄
① ～ ⑨ の金額を答えなさい。ただし、キャッシュ・フ
ローがマイナスになる場合には、金額の前に△を付しなさい。

　（解答上の留意事項）
　　１　当該資料から判明すること以外は考慮する必要はない。
　　２　（　　　） については各自で推定すること。

　【資料１】貸借対照表
貸 借 対 照 表　　　　　　（単位：千円）

借　方 X1年3月31日 X2年3月31日 貸　方 X1年3月31日 X2年3月31日
現 金
売 掛 金
貸 倒 引 当 金
商 品
前 払 費 用
未 収 収 益
建 物
減価償却累計額
投資有価証券
長 期 貸 付 金

40,500
129,600
△ 2,340
40,500

（　　　　）
900

156,000
△ 59,400

−
54,000

96,200
134,100
△ 2,560

（　　　　）
4,200
1,200
165,000
△ 78,300
9,600
81,000

買 掛 金
短 期 借 入 金
未払法人税等
未 払 費 用
退職給付引当金
資 本 金
資 本 準 備 金
繰越利益剰余金
その他有価証券評価差額

55,200
42,000

（　　　　）
4,000
49,200
120,000
30,000
32,060
−

48,900
36,000
34,500
3,200
57,600

（　　　　）
38,000
97,260
600

合　計 （　　　　） （　　　　） 合　計 （　　　　） （　　　　）

　【資料２】損益計算書
損 益 計 算 書

自 X1年4月1日　至 X2年3月31日　（単位：千円）
売上高 540,000
売上原価 ①
　売上総利益 （　　　）
販売費及び一般管理費
　給料  39,000
　貸倒引当金     1,300
　退職給付費用  10,400
　減価償却費  18,900
　その他の営業費  21,000
　　営業利益 （　　　）
営業外収益
　受取利息 （　　　）
営業外費用
　支払利息 （　　　）
　　税引前当期純利益 （　　　）
　　法人税等  62,300
　当期純利益 （　　　）

●実力完成答練　第４回〔第一問〕
　問１�　当社（当期はx10年４月１日～x11年３月31日）の【資料】

に基づいて、以下の設問に答えなさい。なお、計算の結果、端
数が生じた場合には千円未満を四捨五入すること。また、キャッ
シュ・アウト・フローとなる場合には金額の前に「△」の符号
を付すこと。税効果会計は便宜上、考慮不要とする。

　　設問１　比較貸借対照表の空欄Ａ～Ｄに入る金額を答えなさい。
　　設問２�　キャッシュ・フロー計算書（直接法）の空欄①～⑬に入

る金額を答えなさい。

　【資料１】財務諸表
比較貸借対照表　　　　　　（単位：千円）

借　方 前　期 当　期 貸　方 前　期 当　期
現 金 預 金 （　　　　） （　 Ａ 　） 支払手形・買掛金 48,300 53,100
受取手形・売掛金 152,000 168,000 未払法人税等 12,050 12,500
貸 倒 引 当 金 △3,040 △3,360 未 払 費 用 200 230
有 価 証 券 800 1,050 賞 与 引 当 金 10,800 12,000
商 品 43,200 44,500 社 債 28,600 （　 Ｃ 　）
前 払 費 用 150 170 退職給付引当金 21,200 21,500
有形固定資産 62,000 56,250 資 本 金 100,000 100,000
投資有価証券 （　　　　） （　 Ｂ 　） 利 益 準 備 金 3,200 4,200

繰越利益剰余金 182,230 （　 Ｄ 　）
合　計 （　　　　） （　　　　） 合　計 406,580 （　　　　）

　　　　　　　　　　　当期の損益計算書　　　　　（単位：千円）
借　　方 前　期 貸　　方 前　期

売 上 原 価 412,000 売 上 げ 高 980,000
人 件 費 282,000 有 価 証 券 運 用 益 320
退 職 給 付 費 用 6,200 有 価 証 券 利 息 865
賞与引当金繰入額 12,000 償 却 債 権 取 立 益 4,000
減 価 償 却 費 7,750 為 替 差 益 690
貸倒引当金繰入額 920 社 債 買 入 消 却 益 55
そ の 他 の 営 業 費 186,205 固 定 資 産 売 却 益 600
商 品 減 耗 損 300
社 債 利 息 855
法 人 税 等 31,320
当 期 純 利 益 46,980

合　　計 986,530 合　　計 986,530
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　【資料３】キャッシュ・フロー計算書（直接法）
キャッシュ・フロー計算書

自 X1年4月1日　　至 X2年3月31日　　（単位：千円）
営業活動によるキャッシュ・フロー
　営業収入 ②
　商品の仕入による支出 △323,400
　人件費の支出 ③
　その他の営業支出 △ 21,600
　　小計 （　　 　）
　利息の受取額 （　　　 ）
　利息の支払額 （　　　 ）
　法人税等の支払額 ④
　営業活動によるキャッシュ・フロー ⑤
投資活動によるキャッシュ・フロー
　有形固定資産の取得による支出 △    9,000
　投資有価証券の取得による支出 ⑥
　長期貸付けによる支出 （　　　 ）
　投資活動によるキャッシュ・フロー （　　　 ）
財務活動によるキャッシュ・フロー
　短期借入れによる収入 （　　　 ）
　短期借入金の返済による支出 （　　　 ）
（　　　　　　　　　　　　　　　　） ⑦
　財務活動によるキャッシュ・フロー （　　　 ）
現金及び現金同等物の増減額 （　　　 ）
現金及び現金同等物の期首残高   40,500
現金及び現金同等物の期末残高   96,220

キャッシュ・フロー計算書　　　（単位：千円）
Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー
　　　　営業収入 （　①　）
　　　　商品の仕入れによる支出 （　②　）
　　　　人件費の支出 （　③　）
　　　　その他の営業支出 （　④　）
　　　　　　小　　計 （　　　）
　　　　利息の受取額 （　⑤　）
　　　　利息の支払額 （　⑥　）
　　　　法人税等の支払額 （　⑦　）
　　　営業活動によるキャッシュ・フロー （　　　）
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー
　　　　有価証券の取得による支出 △ 1,500
　　　　有価証券の売却による収入 （　⑧　）
　　　　有形固定資産の取得による支出 △12,000
　　　　有形固定資産の売却による収入 （　⑨　）
　　　投資活動によるキャッシュ・フロー （　　　）
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー
　　　　社債の償還による支出 （　⑩　）
　　　　配当金の支払額 （　⑪　）
　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △15,700
Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 （　⑫　）
Ⅴ　現金及び現金同等物の増加（減少）額 （　⑬　）
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 （　　　）
Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 （　　　）
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〔第二問〕問１（吸収合併）
　問１�　甲社（決算日：３月31日）は、X17年４月１日を合併期日と

して乙社を吸収合併した。 以下の【資料】に基づいて、甲社
の合併仕訳を解答欄に示しなさい。なお、税効果会計について
は考慮しない。また、計算上生じる百万円未満の金額は、四捨
五入すること。

　【資料】
　　１�　当該合併は、甲社を存続会社として乙社を吸収合併する。こ

れは、会計上取得とされ、取得企業は甲社、被取得企業は乙社
である。また、合併前日のX17年３月31日における両社の個別
の貸借対照表は、次のとおりである。

（X17年３月31日現在）　　貸借対照表　　　　　（単位：百万円）
資産 甲社 乙社 負債・純資産 甲社 乙社

現 金 預 金 100 100 借 入 金 400 180
仮 払 金 1 − 資 本 金 200 120
土 地 899 400 資本剰余金 200 100

利益剰余金 230 100
自 己 株 式 △ 30 −

合 計 1,000 500 合 計 1,000 500

　　２�　上記１の貸借対照表に関して、乙社の土地の時価は500百万
円である。また、乙社のその他の資産負債の帳簿価額は時価と
一致している。

　　３�　甲社は、合併に際して、乙社の研究開発プロジェクトを識別
可能資産（評価領50百万円）として計上する。

　　４�　当該合併における合併比率は、X17年３月31日の帳簿価額に
よる純資産額と帳簿価額による収益還元価額の平均値を企業評
価の金額とする方法に基づいている。なお、この計算上、自己
株式控除後の純資産額を用いることとする。

　　５�　甲社のX17年３月31日に終了する過去３年間の平均自己資本
利益率は６%であり、乙社のそれは５% である。なお、両社の
属する業種の平均自己資本利益率は４%である。

　　６�　甲社のX17年３月31日における発行済株式総数は1,000,000株
であり 、乙社のそれは600,000株である。

　　７�　当該合併に際して、甲社は、乙社株主に対する甲社株式の交
付を、20,000株は自己株式の処分により行い、残りについては、
新株の先行により行った。なお、合併合意日における甲社の１
株当たりの株価は1,200円であり、合併期日におけるそれは1,000 
円である。また、甲社がX17年３月31日において保有する自己
株式は20,000 株（１株当たりの帳簿価額1,500円） である。そし
て、甲社の個別の貸借対照表において増加する株主資本につい
ては、300百万円を資本金とし、残額を資本剰余金とする。

　　８�　当該合併に際して、甲社は、専門家から必要なアドバイスを
受けており、この報酬１百万円は、貸借対照表上仮払令で処理
している。

●実力完成答練　第１回〔第一問〕問１
　問１�　当社はX1年事業年度（X1年４月１日～X2年３月31日）の年

度末において、Ａ社を被取得企業とする企業結合（取得と判定
される。） を行った。企業結合に関する内容は【資料】のとお
りである。これらの資料から解答に必要なものを各自で選別し、
⑴～⑵に答えなさい。なお、使用する勘定科目は【勘定科目群】
の中から最も適切なものを選択するものとし、個別財務諸表上
の処理を問うものとする。

　　⑴�　仮に企業結合が「吸収合併」であった場合に、企業結合日に
当社で必要となる仕訳を答えなさい。なお、交付株式数の算定
に用いる交換比率は、当社１：Ａ社0.84とする。

　　⑵�　仮に企業結合が「株式交換」であった場合に、企業結合日に
当社で必要となる仕訳を答えなさい。なお、交付株式数の算定
に用いる交換比率は、当社１：Ａ社0.90とする。

　【資料】
　　１�　当社は、設立時に5,000,000株を発行し、その後自己株式

200,000株を＠3,000円で取得している。いずれも当事業年度末
まで各株式数の増減はない。なお、Ａ社は、設立時に450,000
株を発行したのみであり、当事業年度末まで株式数の増減はな
い。

　　２�　X2年３月31日のＡ社の諸資産及び諸負債の簿価は、諸資産
2,450,000千円及び諸負債1,800,000千円、時価は、諸資産2,800,000
千円及び諸負債1,710,000千円である。

　　３�　X2年３月31日の当社の株価は＠4,000円である。
　　４�　当社がＡ社株主に対して交付する株式は（各自算定）株であ

り、保有自己株式全株の交付と新株の発行による。なお、増加
する資本については、資本金を400,000千円とし、残額は資本
準備金とする。

●実力完成答練　第２回〔第一問〕問３
　問３�　当社はX1年度（X1年４月１日～X2年３月31日）の事業年度

末において、Ｂ社を被取得企業とする企業結合（取得と判定さ
れる。）を行った。企業結合に関する内容は【資料】のとおり
である。これらの資料から解答に必要なものを各自で選別し、
⑴～⑶に答えなさい。なお、⑵と⑶については、個別財務諸表
上の処理を問うものとする。

　　⑴�　次のそれぞれの企業評価額の算定方法に基づいた場合の、当
社とＢ社の交換比率を算定しなさい。なお、基準日はX1年12
月31日とする。また、交換比率の解答に際し端数が生じた場合
には、小数点第３位を四捨五入して小数点第２位まで答えなさ
い。

　　　①　株価基準法
　　　②　収益還元価値法（資本還元率は５%とする。）
　　　③　①と②の折衷法
　　⑵�　仮に企業結合が「吸収合併」であった場合に、企業結合日に

当社で必要となる仕訳を答えなさい。なお、その他有価証券の
振戻処理を示す必要はない。また、交付株式数の算定に用いる
交換比率は上記⑴③の数値を用いる。

　　⑶�　仮に企業結合が「株式交換」であった場合に、企業結合日に
当社で必要となる仕訳を答えなさい。なお、その他有価証券の
振戻処理を示す必要はない。また、交付株式数の算定に用いる
交換比率は上記⑴③の数値を用いる。

　【資料】
　　１�　当社は、設立時に5,000,000株を発行し、X1年12月31日まで

株式数の増減はない。Ｂ社は、設立時に450,000株を発行して
おり、X1年12月31日まで株式数の増減はない。当社は、X1年
度において、Ｂ社の支配を目論み、その発行株式数のうち
67,500株を＠2,500円で取得（その他有価証券に区分）している。

　　２�　X1年12月31日における株価は、当社＠2,746円、Ｂ社＠2,300
円である。

　　３　平均利益は、当社428,000千円、Ｂ社38,520千円である。
　　４�　X2年３月31日におけるＢ社の諸資産及び諸負債の時価は、

諸資産3,000,000千円、諸負債1,900,000千円である。
　　５�　当社は、取得したＢ社株式について、全部純資産直入法によ

り時価評価（X1年度末の時価は＠3,400円）している。
　　６�　当社が企業結合に際して交付する株式の時価は＠4,000円で

あり、全て新株式の発行による。なお、増加する資本について
は、資本金を100,000千円とし、残額はその他資本剰余金とする。
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●全国公開模試〔第二問〕問１
　問１�　Ａ社とＢ社はX2年４月１日を合併期日として合併し、Ａ社

が吸収合併存続会社となった。なお、当該合併は取得とされ、
Ａ社が取得企業、Ｂ社が被取得企業となった。よって、下記の
資料に基づいて、Ａ社の吸収合併に関する仕訳を示しなさい。

　【資料】
　　⑴�　Ａ社は自己株式700株（帳簿価額37,800千円）を保有しており、

移動平均法で単価計算を行っている。
　　⑵　X2年３月31日現在のＢ社の個別貸借対照表

貸借対照表　　　　　　　（単位：千円）
現 金 預 金 100,000 買 掛 金 290,000
土 地 300,000 資 本 金 30,000

資 本 準 備 金 20,000
繰越利益剰余金 60,000

合　　計 400,000 合　　計 400,000

　　⑶�　Ｂ社の発行済株式総数は3,000株である。吸収合併前にＡ社
はＢ社株式を保有していない。

　　⑷�　合併期日におけるＡ社株式の時価は１株当たり56千円であ
る。Ａ社はＢ社株主へのＡ社株式の交付に当たり、交換比率は
Ａ社：Ｂ社＝１：0.9であり、自己株式を500株処分し、残りは
新株を発行した。

　　⑸�　合併時におけるＢ社の土地の時価は330,000千円である。そ
の他の資産及び負債に帳簿価額と時価との乖離はない。

　　⑹�　Ａ社の増加すべき株主資本は、資本金を50,000千円、資本準
備金を40,000千円、残額をその他資本剰余金とする。

●直前予想答練　第３回〔第三問〕
　【資料８】企業結合に関する事項
　　１�　当該企業結合（吸収合併）は、甲社を取得企業、乙社を被取

得企業とする。
　　２�　吸収合併により甲社が取得する資産及び負債は識別可能なも

のとし、資産の受入額及び負債の引受額は、企業結合日時点の
時価とする。

　　３�　吸収合併にあたり、対価として甲社の株式を乙社の株主に交
付する。なお、交換比率は過去５年の平均利益に基づく収益還
元価値法と、合併基準日における株価基準法の折衷法により算
定した企業評価額を基準として計算する。

　　　⑴�　過去５年間の平均利益は以下のとおりであり、資本還元率
は6.2%である。

平均利益
甲 社 23,560,000円
乙 社 4,123,000円

　　　⑵�　合併基準日における発行済株式数及び株価は以下のとおり
である。

発行済株式数 １株当たりの時価
甲 社 80,000株 4,500円
乙 社 35,000株 1,800円

　　４�　企業結合日における諸資産及び諸負債の時価は以下のとおり
である。

諸　資　産 諸　負　債
甲 社 380,562,000円 121,697,000円
乙 社 105,509,000円 38,109,000円

　　５�　企業結合日における発行済株式数及び株価は以下のとおりで
ある。

発行済株式数 １株当たりの時価
甲 社 80,000株 5,000円
乙 社 35,000株 1,700円

　　６�　吸収合併に伴い附加する資本については、資本金を
20,000,000円、資本準備金を20,000,000円とし、残額はその他資
本剰余金とする。

　　７�　合併仕訳
借方科目 金　額 貸方科目 金　額

諸 資 産 諸 負 債
の れ ん １ 資 本 金

資 本 準 備 金
その他資本剰余金 ２
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〔第二問〕問２（退職給付会計）
　問２�　当社は、確定給付型の退職給付制度を採用しており、 従業員

の退職給付の支払いのために、期末における退職給付債務に未
認識数理計算上の差異等を加減した金額から年金資産の金額を
子除した金額をもって退職給付引当金を原則法に基づき設定し
ている。下記の【資料】に基づいて、当社の当期（自X16年４
月１日　至X17年３月31日）の個別会計における、①当期の ｢
利息費用の金額」、②当期の「長期期待運用収益の金額」、③当
期の「退職給付費用の計上」に関する仕訳、④「保険会社から
退職者への退職年金支払い」に関する仕訳、及び⑤期末の「退
職給付引当金の金額」を解答欄に示しなさい。なお、税効果会
計は適用しないものとする。また、計算上生じる千円未満の金
額は、四捨五入すること。そして、仕訳が不要の場合には、「仕
訳不要」と解答欄の借方の勘定科目欄に明記すること。

　【資料】
　　⑴　期首における退職給付債務残高は100,000千円である。
　　⑵�　期首における年金資産の公正な評価額（時価）は60,000千円

である。
　　⑶�　期首における退職給付に関する割引率は５%、 長期期待運用

収益率は４%である。
　　⑷�　期首における過去の未認識数理計算上の差異に関連する数値

は、次のとおりである。なお、数理計算上の差異は、発生年度
末から10年間で均等償却している。
発生年度 発生時の金額
前々期 （有利差異）10,000千円
前　期 （不利差異）20,000千円

　　⑸　当期における勤務費用は5,000千円である。
　　⑹�　当社から1,000千円及び年金を掛けている乙保険会社から

2,000千円が、退職者に対して現金で支給されている。
　　⑺�　当社から乙保険会社に退職年金の掛金として、 3,000千円が

支払われている。
　　⑻�　期末における実際の退職給付債務は120,000千円、年金資産

の公正な評価額（時価）は62,000千円である。

●全国公開模試〔第二問〕問８
　問８�　Ｋ社（当期はX5年４月１日～X6年３月31日）は退職金制度

として確定給付型の企業年金制度を採用している。Ｋ社は「退
職給付に関する会計基準」及び「退職給付に関する会計基準の
適用指針」に基づく原則法により、数理計算上の差異は発生年
度の翌年から10年の定額法で償却を行っている。よって、以下
の資料に基づいて必要な仕訳を示しなさい。なお、税効果会計
（法定実効税率40%）を適用する。

　【資料】
　　１　期首退職給付債務	 292,000千円（割引率（年）１%）
　　２　期首年金資産時価	 260,000千円（長期期待運用収益率（年）２%）
　　３　当期勤務費用	     8,000千円
　　４　当期掛金拠出額	   25,000千円（当座預金で処理する。）
　　５　企業年金支給額	     8,000千円
　　６　数理計算上の差異
　　　⑴　X3年３月期（X2年４月１日〜X3年３月31日）発生額

72,000千円 　　
　　　⑵　X5年３月期（X4年４月１日〜X5年３月31日）発生額

△36,000千円（※）
　　　　※�　△は年金資産の実際運用収益額が期待運用収益額を上

回ったためである。
　　７�　Ｋ社は退職給付引当金の繰入及び期中支出額については営業

取引として処理し、その他必要な処理は決算で処理している。

〔第二問〕問３（株主資本・株式交換）
　①　【X16年６月25日】
　　�　定時株主総会において、繰越利益剰余金の取崩しによって、次
のとおり剰余金の処分に関する決議がなされ、遅滞なく実行され
た。

　　㋐　現金配当200,000千円を支払うこと
　　㋑�　利益準備金については会社計算規則に定める最低金額を計上

すること
　③　【10月10日】
　　�　当社は、自己株式の一部（帳簿価額50,000千円、売価40,000千円）
を売却し、対価は当座預金に入金した。

　④　【X17年１月１日】
　　�　当社（取得企業）は、Ｚ社との間で株式交換を行った。この際
の交換比率は、（当社：Ｚ社）１：0.6である。当社の発行済株式
数は40,000株であり、Ｚ社のそれは20,000株である。当該株式交
換時におけるＺ社の資産の時価は6,000,000千円、負債は2,200,000
千円であった。また、株式交換日における当社株式の時価は１株
当たり80,000円であった。そして、当該株式交換において増加す
る株主資本については、半分を資本金とし、残額を資本準備金と
する。

　⑤　【X17年３月31日】（期末）
　　�・投資有価証券の時価は400,000千円である。税効果会計の適用
を行い、法定実効税率は40%とする。

　　�・当期純利益は、100,000千円であった。

●実力完成答練　第３回〔第二問〕
　１　配当に関する事項
　　�　平成28年６月28日の株主総会において、繰越利益剰余金を原資
とする10,000千円の配当金が承認され、直ちに支払を行った。そ
の際、会社法に定める最低額の利益準備金を積立てた。

●実力完成答練　第３回〔第二問〕
　平成28年５月20日：�　自己株式100株を１株あたり9,500円で処分し

た。なお、１株あたりの平均帳簿単価は10,000
円である。

●実力完成答練　第１回〔第一問〕問１
　問１�　当社はX1年事業年度（X1年４月１日～X2年３月31日）の年

度末において、Ａ社を被取得企業とする企業結合（取得と判定
される。）を行った。企業結合に関する内容は【資料】のとお
りである。これらの資料から解答に必要なものを各自で選別し、
⑴～⑵に答えなさい。なお、使用する勘定科目は【勘定科目群】
の中から最も適切なものを選択するものとし、個別財務諸表上
の処理を問うものとする。

　　⑴�　仮に企業結合が「吸収合併」であった場合に、企業結合日に
当社で必要となる仕訳を答えなさい。なお、交付株式数の算定
に用いる交換比率は、当社１：Ａ社0.84とする。

　　⑵�　仮に企業結合が「株式交換」であった場合に、企業結合日に
当社で必要となる仕訳を答えなさい。なお、交付株式数の算定
に用いる交換比率は、当社１：Ａ社0.90とする。

　【資料】
　　１�　当社は、設立時に5,000,000株を発行し、その後自己株式

200,000株を＠3,000円で取得している。いずれも当事業年度末
まで各株式数の増減はない。なお、Ａ社は、設立時に450,000
株を発行したのみであり、当事業年度末まで株式数の増減はな
い。

　　２�　X2年３月31日のＡ社の諸資産及び諸負債の簿価は、諸資産
2,450,000千円及び諸負債1,800,000千円、時価は、諸資産2,800,000
千円及び諸負債1,710,000千円である。

　　３　X2年３月31日の当社の株価は＠4,000円である。
　　４�　当社がＡ社株主に対して交付する株式は（各自算定）株であ

り、保有自己株式全株の交付と新株の発行による。なお、増加
する資本については、資本金を400,000千円とし、残額は資本
準備金とする。
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●実力完成答練　第２回〔第一問〕問３
　問３�　当社はX1年度（X1年４月１日～X2年３月31日）の事業年度

末において、Ｂ社を被取得企業とする企業結合（取得と判定さ
れる。）を行った。企業結合に関する内容は【資料】のとおり
である。これらの資料から解答に必要なものを各自で選別し、
⑴～⑶に答えなさい。なお、⑵と⑶については、個別財務諸表
上の処理を問うものとする。

　　⑴�　次のそれぞれの企業評価額の算定方法に基づいた場合の、当
社とＢ社の交換比率を算定しなさい。なお、基準日はX1年12
月31日とする。また、交換比率の解答に際し端数が生じた場合
には、小数点第３位を四捨五入して小数点第２位まで答えなさ
い。

　　　①　株価基準法
　　　②　収益還元価値法（資本還元率は５%とする。）
　　　③　①と②の折衷法
　　⑵�　仮に企業結合が「吸収合併」であった場合に、企業結合日に

当社で必要となる仕訳を答えなさい。なお、その他有価証券の
振戻処理を示す必要はない。また、交付株式数の算定に用いる
交換比率は上記⑴③の数値を用いる。

　　⑶�　仮に企業結合が「株式交換」であった場合に、企業結合日に
当社で必要となる仕訳を答えなさい。なお、その他有価証券の
振戻処理を示す必要はない。また、交付株式数の算定に用いる
交換比率は上記⑴③の数値を用いる。

　【資料】
　　１�　当社は、設立時に5,000,000株を発行し、X1年12月31日まで

株式数の増減はない。Ｂ社は、設立時に450,000株を発行して
おり、X1年12月31日まで株式数の増減はない。当社は、X1年
度において、Ｂ社の支配を目論み、その発行株式数のうち
67,500株を＠2,500円で取得（その他有価証券に区分）している。

　　２�　X1年12月31日における株価は、当社＠2,746円、Ｂ社＠2,300
円である。

　　３　平均利益は、当社428,000千円、Ｂ社38,520千円である。
　　４�　X2年３月31日におけるＢ社の諸資産及び諸負債の時価は、

諸資産3,000,000千円、諸負債1,900,000千円である。
　　５�　当社は、取得したＢ社株式について、全部純資産直入法によ

り時価評価（X1年度末の時価は＠3,400円）している。
　　６�　当社が企業結合に際して交付する株式の時価は＠4,000円で

あり、全て新株式の発行による。なお、増加する資本について
は、資本金を100,000千円とし、残額はその他資本剰余金とする。

〔第三問〕
　�　平成X2年２月１日以降の甲社におけるＡ商品の受払帳は以下の
とおりである。
　�　仕入先である乙社から発送された商品には納品書が添付されてお
り、乙社の出荷日（甲社には翌日着荷及び検収）のほか、納品書番
号、送付先、商品名と数量が納品書に記載されている。
　�　仕入商品（商品の受入れ）の計上について、甲社は検収基準を採
用している。

（単位：個）
月日 受入 払出 残高 備　考

２月１日 7,000 前月繰越
６日 6,000 13,000 仕入（乙社納品書№2902BA）
17日 5,000 8,000 売上
20日 3,000 11,000 仕入（乙社納品書№2902KY）
27日 6,000 5,000 売上
28日 1,000 4,000 売上

３月１日 3,000 7,000 仕入（乙社納品書№2902AW）
10日 2,000 9,000 仕入（乙社納品書№2903GH）
27日 2,000 7,000 売上
30日 1,000 6,000 売上

４月１日 4,000 10,000 仕入（乙社納品書№2903AG）

●全国公開模試〔第三問〕
　�４　商品
　　⑴�　甲社の取扱商品は、Ａ商品のみであり、先入先出法で払出単

価を計算している。仕入については、仕入先から商品が届き、
品物の数や品質が注文通りであるか確認した（検収）時点で計
上している。

　　⑵�　棚卸資産の評価については、「棚卸資産の評価に関する会計
基準」を適用し、通常の販売目的で保有する棚卸資産について
収益性低下評価損益を売上原価に含めるものとする。なお、簿
価切り下げに伴う収益性低下評価損益について、洗替法を採用
する。

　　⑶　３月における商品の受払状況は次のとおりである。
月　日 摘　要 仕入数量 仕入単価 払出数量 販売単価
３月１日 前月繰越 4,200個 3,000円
３月５日 仕　入 5,600個 3,200円
３月10日 売　上 2,200個 5,100円
３月12日 売　上 2,000個 5,000円
３月16日 売　上 3,300個 5,000円
３月22日 仕　入 5,800個 3,100円
３月25日 売　上 3,700個 4,800円
３月28日 売　上 1,000個 5,100円
３月30日 売　上 1,100個 5,200円

　　　�　決算に当たって実地棚卸を行った結果、実地棚卸数量は3,390
個であった。

　　　�　また、収益性の低下の判定については、３月における平均売
価（売上計上額を基礎として算定する。）を当該商品の売却市
場における合理的な市場価額とし、見積販売直接経費は、当該
平均売価の２%とする。
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〔第三問〕
　３�　売掛金
　　�　売掛金の期末残高について得意先の丙社に残高確認を実施した
ところ、甲社の得意先元帳残高2,330千円に対し、丙社の回答金
額は2,770千円であった。

　　�　差異内容について調査したところ、次のことが判明したので必
要な修正を行う。

　　　なお、売上高の計上基準は出荷基準を採用している。
項　　目 受入 備　　考

甲社における丙社に対する売上げ計上
漏れ 500千円 甲社１月23日出荷分の計上漏れでＸ

銀行・当座預金に４月４日に入金。
甲社における丙社に対する営業費の計
上漏れ 30千円 丙社が立て替えた運送費につき、負

担すべき甲社の相殺漏れ。
丙社における甲社に対する値引き計上漏れ 120千円 甲社３月15日値引計上分。
丙社における甲社からの仕入計上漏れ （　　　）甲社３月27日売上処理分。

●実力完成答練　第４回〔第三問〕
　�３　売掛金に関する事項
　　�　期末において、甲社の帳簿残高と差異が生じているものは、以
下のとおりである。
会社名 回答金額 差異要因

Ｘ社 20,196,000円（税
込）

Ｘ社における未検収額（Ｂ商品：25個）1,620,000円（税込）
売上割戻� 864,000円（税込）

Ｙ社 19,224,000円（税
込）

Ｙ社における買掛金決済の未処理額� 972,000円（税込）
売上返品額（Ａ商品：10個）� 864,000円（税込）

Ｚ社 回答なし 民事再生法の適用申請をしていることが判明した。

〔第三問〕
　５．投資有価証券
　　�　投資有価証券の内訳は次のとおりである。
　　�　それぞれの銘柄について、その保有目的を判断し、適切に会計
処理すること。

　　�　税効果会計の適用に当たっては、評価差額を評価差損と評価差
益に区分し、銘柄ごとに繰延税金資産又は繰延税金負債を認識す
る。繰延税金資産の回収可能性に問題はない。

　　�　なお、前期末の評価差額金については、期首において振り戻さ
れている。
銘柄 数量 取得原価 時価 実質価額 備考

Ｅ社株式 3,000株 4,500千円 3,600千円 − 上場株式
Ｆ社株式 1,000株 1,800千円 − 500千円 非上場株式
Ｇ社株式 500株 100千ドル − − 米国非上場株式
Ｈ社株式 200口 62千ドル − − 満期保有目的

　　�⑴�　Ｅ社株式を甲社は決算日後１年以内に売却する予定である。
なお、甲社は有価証券の売買を業としておらず、自社に有価証
券の短期売買目的のための専用のトレーディング部門を有して
いない。したがって、帳簿上は当該株式を売買目的有価証券と
して会計処理していない。

　　⑵�　Ｆ社株式は財政状態の悪化により実質価額が著しく低下して
おり、会計及び税務上、回復可能性はないものと考えられる。

　　⑶�　Ｇ社株式は当期に取得したものであり、取得時の為替相場は
100円／ドルであった。

　　⑷�　Ｈ社社社債は平成X1年４月１日に取得した額面金額400ドル
／口のドル建てゼロクーポン債であり、償還期限は10年、額面
金額と取得原価との差額は金利調整差額として定額法により各
期の損益に配分する。取得時の為替レートは102円／ドルであっ
た。

　　⑸�　決算日の為替相場は110円／ドル、期中平均相場は105円／ド
ルである。

●実力完成答練　第４回〔第三問〕
　�６　投資有価証券に関する事項
　　�　甲社の保有する有価証券は、次のとおりである。なお、期首振
戻処理は適正に行われている。

銘柄 保有区分 持株（口）数 取得価額 １株当たりの
当期末時価 備考

Ｃ株式 その他 15,000株 13,350,000円　 920円
Ｄ株式 その他 6,000株 12,000,000円　 980円 注１
Ｅ社債 その他 80,000口 7,100,000円　 − 注２
Ｆ株式 その他 2,000株 110,000ドル 54ドル 注３、５
Ｇ社債 満　期 1,200口 116,400ドル − 注４、５

　　�　（注１�）Ｄ株式は当期において時価が著しく下落し、回復可能
性もないため減損処理を行う。

　　　　　 �　なお、当該減損処理は税務上も損金として算入できる
ものである。

　　�　（注２�）Ｅ社債は、平成28年12月１日に発行と同時に取得した
債券である。当該債券は、債券金額8,000,000円であり、
償還日は平成32年11月30日、利払日は５月31日と11月30
日の年２回、クーポン利子率は年３%である。

　　　（注３）Ｆ株式は平成27年５月１日に取得したものである。
　　　（注４�）Ｇ社債は平成28年10月１日に発行と同時に取得した債

券である。当該債券は、債券金額120,000ドルであり、償
還日は平成31年９月30日、利払日は３月31日と９月30日
の年２回、クーポン利子率は年４%である。なお、クー
ポン利息は適正に処理済である。

　　　（注５）各時点の為替レート
　　　　　　 平成27年５月１日	 1ドル＝105円
　　　　　　 平成28年10月１日	 1ドル＝109円
　　　　　　 平成29年３月31日	 1ドル＝111円
　　　　　　 平成28年10月１日
　　　　　　　～平成29年３月31日	 1ドル＝111円（期中平均レート）

〔第三問〕
　７．貸倒引当金
　　�　甲社は受取手形及び売掛金の期末残高に対して貸倒引当金を計
上している。また、貸倒引当金の会計処理は差額補充法を採用し
ている。

　　⑴�　受取手形及び売掛金のうち一般債権に関しては、発生年度ご
との貸倒実績率の平均値による方法に基づき貸倒見積額を算出
しており、発生年度ごとの一般債権に係る貸倒実績率は次のと
おりである。

（単位：千円）
３期前 ２期前 前　期 当　期

各期期末残高 55,000
各期貸倒損失 935
各期期末残高 60,000
各期貸倒損失 780
各期期末残高 59,800
各期貸倒損失 897
各期期末残高 （　　　 ）
各期貸倒損失
各期期末残高合計 55,000 60,000 59,800 （　　　 ）
各期貸倒損失合計 − 935 780 897

　　　　　　�　期末債権からの貸倒れは１年以内のサイクルで発生
し、過去に１年を超えた長期延滞債権からの貸倒れはな
い。

　　　　　　�　当期に適用する貸倒実績率は、３期前から前期までの
各期末一般債権残高に対する翌期１年間の貸倒損失の割
合の平均値とする。

　　　　　　�　なお、前期の一般債権に対する貸倒引当金は、決算整
理前残高試算表計上額である。

●実力完成答練　第２回〔第三問〕
　�７　貸倒引当金
　　⑴�　甲祉は、従来から金銭債権を一般債権、貸倒懸念債権、破産

更生債権等に区分して貸倒見積額を算定し、貸倒引当金を差額
補充法により設定している。なお、決算整理前残高試算表の貸
倒引当金はすべて前期末において一般債権に区分した債権に関
して計上したものである。また、当期末において貸倒懸念債権
に区分される債権はない。

　　⑵�　一般債権に該当する受取手形及び売掛金については、債権残
高に次に示した算式で算定した貸倒実績率を乗じた額を貸倒見
積額とする。

（
前々期の貸倒発生額

＋
前期の貸倒発生額

＋
当期の貸倒発生額

）÷３
前々々期の債権期末残高 前々期の債権期末残高 前期の債権期末残高

　　　�　なお、前々々期以降の各期における債権の期末残高及び貸倒
発生額は次のとおりである。

前々々期 前々期 前　期 当　期
債権期末残高 145,110,000 152,880,000 156,030,000 −
貸 倒 発 生 額 − 4,788,633 4,280,640 4,524,870

　　　�注　債権の平均回収期間は３ヶ月である。
　　⑶�　破産更生債権等については、債権残高の全額を貸倒見税額と

する。
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〔第三問〕
　６．賞与引当金
　　�　平成X2年７月の賞与支給額は、労使交渉の結果30,000千円と見
積もられており、賞与引当金の計算は月割による。

　　�　賞与に係る社会保険料等の会計負担分額を10%として賞与引当
金に含め計算し、損益項目は人件費勘定にて処理する。

　　�　決算整理前残高試算表の賞与引当金には前期末の残高が計上さ
れている。

　　�　源泉所得税等は無視し、賞与引当金には税効果会計を適用する。

●直前予想答練　第２回〔第三問〕
　８　賞与引当金に関する事項
　　�　甲社の賞与支給対象期間は毎年６月から11月と12月から５月で
あり、支給月は12月と６月である。平成29年６月には総額で
2,847,000円の賞与を支給する見込みである。この金額のうち当期
負担分を賞与引当金として計上する。また、当該賞与引当金に対
する法定福利費の会社負担額は10%として計算し、未払費用とし
て計上する。

　　�　なお、賞与引当金とそれに係る未払費用について税効果会計を
適用する。

〔第三問〕
　８．退職給付引当金
　　�　甲社は退職給付制度として企業年金制度を採用している。
　　�　甲社は従業員数が比較的少ない小規模な企業等に該当し、高い
依頼性をもって数理計算上の見積りを行うことが困難であるた
め、退職給付に関する会計基準に基づく簡便な方法を用いて計算
している。

　　�　なお、簡便な方法の適用に当たっては、直近の年金財政計算上
の数理債務をもって退職給付債務とする方法を採用し、税効果会
計を適用するが、将来減算一時差異に係る繰延税金資産は、全額
回収可能と判断できる。

（単位：千円）
平成X1年３月31日現在
　年金財政計算上の数理債務 30,500
　年金資産の公正な評価額（時価） 15,500
平成X1年４月１日から平成X2年３月31日
　掛金拠出額（決算整理前残高試算表の仮払金勘定に計上） 335
　年金資産の運用益 （　　　）
平成X2年３月31日現在
　年金財政計算上の数理債務 32,800
　年金資産の公正な評価額（時価） 16,300

●実力完成答練　第１回〔第三問〕
　８　退職給付に関する事項
　　⑴�　甲社は内職一時金制度及び企業年金制度を採用している。甲

社は従業員が300人未満であるため、退職給付に関する会計基
準における簡便法で退職給付の処理を行っている。なお、甲社
が採用している簡便法は、退職一時金制度については期末自己
都合要支給額、企業年金制度については年金財政計算上の責任
準備金を退職給付債務とする方法である。

　　⑵�　前期末の退職給付に関する状況は次のとおりである。
　　　　期末自己都合要支給額　15,736,000円
　　　　年金財政計算上の責任準備金　10,490,000円
　　　　年金資産時価　8,392,000円
　　⑶�　当期中の退職給付に関する状況は次のとおりである。なお、

甲社は退職一時金支給額及び年金掛金拠出額をその他営業費 
に計上している。

　　　　退職一時金支給額　986,000円
　　　　企業年金支給額　740,000円
　　　　年金掛金拠出額　1,120,000円
　　⑷　当期末の退職給付に関する状況は次のとおりである。
　　　　期末自己都合要支給額　16,128,000円
　　　　年金財政計算上の責任準備金　10,940,000円
　　　　年金資産時価　8,812,000円
　　⑸�　退職給付引当金について税効果を認識する。なお、決算整理

前残高試算表の繰延税金資産は、すべて退職給付引当金に係る
ものである。

●実力完成答練　第６回〔第三問〕
　９　退職給付会計に関する事項
　　⑴�　当社は退職一時金及び企業年金制度を採用しており、退職給

付費用の計算は簡便的な方法（退職一時金については、期末自
己都合要支給額を退職給付債務とし、企業年金制度については、
直近の年金財政上の責任準備金を退職給付債務とする方法）に
よっている。なお、平成29年３月31日付で退職した従業員に対
して、平成29年４月４日に退職金820,000円を支払っている。

項　　目 前期末 当期末 備　考
期末自己都合要支給額 270,000,000円 320,000,000円
年金財政上の責任準備金 350,000,000円 380,000,000円
年金資産の時価 120,000,000円 195,000,000円 公正評価額
退職給付引当金 （　　　 ）円 （　　　 ）円

　　　注�　前期末における未認識会計基準変更時差異は150,000,000円
（損失）であり、平成23年３月期から12年間で均等償却して
いる。

　　⑵　退職給付引当金に対して税効果会計を適用する。
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〔第三問〕
　９．為替予約
　　�　平成X2年３月15日に、今後予定している100千ドルの商品の輸
入取引について円安による為替リスクをヘッジするため、平成
X2年５月15日を限月とする100千ドルの買建て為替予約を行っ
た。

　　�　輸入予定日は平成X2年４月15日で、決済予定日は平成X2年５
月15日である。

　　�　この為替予約は実行可能性が極めて高いものであり、金融商品
会計基準のヘッジの要件を満たしているものとする。なお、為替
レートは次のとおりである。
月　日 直物為替相場 先物為替相場
３月15日 109円／ドル 106円／ドル
３月31日 110円／ドル 108円／ドル

　　�　為替予約に係る会計処理が未了のため、 デリバティブである為
替予約を金融商品会計基準に従って原則法で処理する。

　　　繰延ヘッジ損益には税効果会計を適用する。

●実力完成答練　第４回〔第二問〕問４
　問４�　下記の資料に基づき、当社（会計期間は４月１日～３月31日）

の行った一連の取引について会計処理を分析し、空欄①～⑤に
入る金額を答えなさい。

　　【資料１】会計処理（単位：千円）
　　　⑴　x1年３月１日　�　x1年５月１日に予定されている機械装

置300千ドルの輸入取引について、円安に
よるコスト増加をヘッジする目的で、代
金決済が予定されるx1年５月31日を決済
日とする300千ドルの為替予約を行った。
当該機械装置の輸入取引は実行されるこ
とが確実であり、ヘッジ会計の要件も満
たしている。為替予約については繰延ヘッ
ジにより会計処理を行い、税効果会計（実
効税率40%とする。）を適用する。

　　　⑵　x1年３月31日　�　決算日を迎えた。
　　 （借）   　（貸）（繰延ヘッジ損益） ①

 
　　　⑶　x1年５月１日　�　機械装置300千ドルのドル建輸入取引を

行った。
　　 （借）   　（貸）（ 未　払　金 ） ①
　　 （借）（繰延ヘッジ損益） ③ 　（貸）  

　　   
　　   

　　 （借）   ④ 　（貸）（繰延ヘッジ損益）

 
　　　⑷　x1年５月31日　�　未払金及び為替予約が決済された。

　　 （借）（ 未　払　金 ） 　（貸）（ 現 金 預 金 ）

　　   
　　 （借）（ 現 金 預 金 ） 　（貸）   ⑤

　　   

　【資料２】直物レート及びx1年５月31日を決済日とする予約レート
日付 直物レート 予約レート

x1年３月１日
x1年３月31日
x1年５月１日
x1年５月31日

1ドル＝107円
1ドル＝108円
1ドル＝106円
1ドル＝109円

1ドル＝105円
1ドル＝106円
1ドル＝104円
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本試験問題 TAC予想問題
〔第三問〕
　８�　従業員賞与に関する事項
　　�　従業員賞与については、平成29年６月の夏期賞与の支給額が
129,000千円と見込まれており、当期に負担すべき金額を賞与引
当金として計上する。なお、支給対象期間は平成28年12月１日か
ら平成29年５月31日である。また、決算整理前残高試算表の賞与
引当金は前期末残高であり、平成28年６月の支給分は全額を販売
費及び一般管理費の従業員給与及び賞与に計上している。賞与引
当金に対する法定福利費の会社負担額は考慮する必要はない。

　　�　税務上、賞与引当金は一時差異に該当し、繰延税金資産の回収
可能性に問題はないものとする。

●実力完成答練　第１回〔第三問〕
　12�　従業員賞与に関する事項
　　�　従業員賞与については平成29年６月の夏期賞与（支給対象期間
は平成28年12月から平成29年５月）の支給額が27,000千円と見込
まれており、当期に負担すべき金額を賞与引当金に計上する。ま
た、残高試算表の賞与引当金勘定は前期末残高であり、平成28年
６月支給額を貸与として費用計上している。

〔第三問〕
　【資料３】決算整理の未済事項及び参考資料
　　１�　現金及び預金に関する事項
　　　⑴�　期末日において会社金庫に以下のものが保管されていた。

（単位：円）
紙幣及び硬貨 200,000
自己振出の未渡小切手 120,000
他人振出の当座小切手 80,000
収入印紙 60,000
郵便切手 15,000

合　計 475,000

●実力完成答練　第２回〔第三問〕
　【資料２】決算整理の未済事項及び参考事項
　　１　現金預金に関する事項
　　　⑴�　期末日において会社の金庫に次のものが保管されていた。

（単位：円）
紙幣及び硬貨 10,000
他人振出の当座小切手 230,000
自己振出の未渡小切手 500,000
収入印紙 5,000
郵便切手 2,000

　　　�　上記の紙幣及び硬貨の帳簿残高は30,000円である。原因を調
べたが不明であったため、差額については雑損失又は雑収入と
して処理する。

〔第三問〕２
　⑸�　得意先Ｄ社に対する営業債権は、前期において回収に重大な問
題が生じたため、貸倒懸念債権に区分し、取引を停止していたが、
同社は平成28年10月に民事再生法の適用を申請し、平成29年２月
に再生計画が決定された。債権の90%が切り捨てられ、残り10%
については当期から５年間で均等返済されることとなった。Ｄ社
に対する債権は受取手形13,125千円及び売掛金2,175千円である
が、再生計画決定に伴う会計処理は未済である。また、再生計画
に基づく当期分の返済額306千円は入金済であるが仮受金に計上
されている。

　　�　なお、再生計画が決定されたとはいえ、Ｄ社の再建は不透明で
あり、債権は破産更生債権等に属するものとし、今後の分割返済
額については、決算期以後１年以内に返済期限が到来するものに
ついても、その全額を投資その他の資産に計上するものとする。

●実力完成答練　第５回〔第三問〕２
　⑶�　決算整理前残高試算表の受取手形及び売掛金には、得意先Ｄ社
に対する債権が含まれている。Ｄ社に対する債権は前期において
貸倒懸念債権に区分し、取引を停止していたが、平成28年10月に
民事再生法の適用を申請し、平成29年３月に再生計画が決定され、
債権の85%は切り捨てられ、残り15%は当期から３年間で均等返
済されることとなった。

　　�　Ｄ社に対する債権は受取手形3,150千円及び売掛金1,050千円で
あるが、再生計画決定に伴う会計処理は未済である。また、再生
計画に基づく当期分の返済額210千円は入金済みであり、仮受金
に計上されている。

　　�　再生計画が決定されたとはいえ、Ｄ社の再建は依然として不透
明であるため、Ｄ社に対する再建は破産更生債権等に該当するも
のとし、債権総額の全額を貸倒引当金として設定する。今後の分
割回収額については、決算期後１年以内に返済期限が到来するも
のについても、その全額を投資その他の資産に計上するものとす
る。

　　�　なお、決算整理前残高試算表の貸倒引当金（短期）には、当該
債権に対して前期に計上した金額が2,100千円含まれている。

　　�　また、当該債権に対する税務上の貸倒引当金繰入限度額は210
千円であり、限度超過額に対して税効果会計を適用するものとす
る。

財 務 諸 表 論
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〔第三問〕６
　⑵�　当社は平成29年３月１日に器具備品のリース契約を締結し、同
日より事業の用に供している。

　　①　当該リース取引の契約内容等は以下のとおりである。
ａ 解約不能のリース期間５年。
ｂ リース物件（器具備品）の経済的耐用年数６年。

ｃ 所有権移転条項及び割安購入選択権は共になく、また、リー
ス物件は特別仕様ではない。

ｄ

リース料は月額800千円であり、リース料総額は48,000千円
である。リース料の支払は、平成29年３月31日を第１回と
する毎月末払であり、支払済リース料は、販売費及び一般
管理費のリース料に計上している。

ｅ リース料総額の現在価値は45,600千円である。
ｆ 当社の見積現金購入価額は43,200千円である。

　　②�　リース資産及びリース債務を算定するに当たっては、リース
料総額からこれに含まれている利息相当額の合理的な見積額を
控除する方法によることとし、利息相当額についてはリース期
間中の各期にわたり定額で配分する方法により配分する。

　　③�　減価償却はリース期間を耐用年数とし、残存価額はゼロとす
る定額法によって行う。リース資産は有形固定資産に一括して
リース資産として表示するものとする。

　⑶�　有形固定資産の貸借対照表の表示は、減価償却累計額を控除し
た残額のみを記載する方法による。

●全国公開模試〔第三問〕７
　　⑶�　当社は平成28年４月１日に備品につきリース契約を締結し、

同日より事業の用に供している。当社は当期の支払リース料を
販売費及び一般管理費（支払手数料）として処理したのみで、
その他の処理は未了である。なお、当核リース取引の契約内容
は次のとおりである。

　　　①　解約不能のリース期間：４年
　　　②　リース物件の経済的耐用年数： ５年
　　　③�　リース料は年額6,000千円（リース料総額24,000千円）であ

る。リース料の支払いは、平成29年３月31日を第１回とし、
平成32年３月31日を最終日とする毎年３月31日払いである。

　　　④�　所有権移転条項及び割安購入選択権はともになく、リース
物件は特別仕様ではない。

　　　⑤�　貸手の計算利子率は知り得ない。当社の追加借入に適用さ
れると合理的に見積られる利率は年４%である。また、利率
が年４%の場合の４年間の年金現価係数は3.630とする。

　　　⑥　見積現金購入価額は21,960千円である。
　　　⑦�　リース資産及びリース債務の計上額を算定するに当たって

は、リース料総額からこれに含まれている利息相当額の合理
的な見積額を控除する方法によることとし、当該利息相当額
についてはリース期間中の各期にわたり定額で配分する方法
により配分することとする。

　　　⑧�　減価償却はリース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロと
する定額法によって行う。リース資産は有形固定資産に一括
して「リース資産」として表示するものとする。

　　⑷�　有形固定資産の貸借対照表の表示は、減価償却累計額を控除
した残額のみを記載する方法とする。

〔第三問〕
　10　配当に関する事項
　　�　平成28年６月27日に開催された定時株主総会で、発行済株式１
株当たり50,000円（配当財源は繰越利益剰余金40,000円とその他
資本剰余金10,000円）の金銭による配当を行うことが決議された
が、配当額を仮払金に計上したのみであり、会計処理が未了であ
る。なお、当社の平成28年３月31日現在における発行済株式総数
は1,000株であり、前期末から平成28年６月27日までに、純資産
の部の各計数の額に変動はなかった。配当金に係る源泉所得税は
考慮しなくてもよい。

●全国公開模試〔第三問〕
　12�　配当に関する事項
　　�　平成28年６月に開催された定時株主総会において、１株当たり
600円（配当原資は繰越利益剰余金500円とその他資本剰余金100
円）の配当を行うことが決議されたが、配当額を仮払金として処
理したのみである。なお、効力発生日は平成28年６月28日とする。
準備金の積立額の算定においては〔資料１〕及び〔資料２〕に関
する内容以外考慮する必要はないものとする。また、配当金に係
る源泉所得税は考慮しなくてよい。

〔第二問〕問１
　４�　資産除去債務の会計処理には２つの考え方がある。下線部ⓑに
よる会計処理の他のもう１つの会計処理の考え方を答えなさい。
また、「基準」は、下線部ⓑによる資産除去債務の会計処理が適
切なものと考える理由の１つとして、下線部ⓑによる会計処理が
他のもう１つの会計処理を包摂するものと考えている。その根拠
を簡潔に述べなさい。

●実力完成答練　第４回〔第一問〕
　３�　資産除去債務の会計処理方法としては「引当金処理」と「資産
負債の両建処理」の二つの方法が考えられるが、「基準」では「資
産負債の両建処理」を採用している。その採用理由を説明しなさ
い。なお、引当金処理の問題点及び会計基準の国際的調和化につ
いて触れる必要はない。
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〔第三問〕６⑴
　６　有形固定資産に関する事項
　　⑴�　Ｍ営業所に係る固定資産はひとつの資産グループとしている

が、経営環境の悪化により、減損の兆候が認められた。
　　　①　Ｍ営業所に係る固定資産の内訳は以下のとおりである。

（単位：千円）
建物 器具備品 土地 合計

取得原価 210,000 43,700 185,000 438,700
期末現在の減価償却累計額 65,200 28,800 − 94,000
期末現在の帳簿価額 144,800 14,900 185,000 344,700

　　　　注　期末までの減価償却は適正に行われている。

　　　②�　主要な資産の経済的残存使用年数は20年であり、割引率は
２%、期間20年の年金現価係数は16.351、現価係数は0.673と
する。

　　　③�　将来キャッシユ・フローは以下のように見積もっている。
　　　　・�平成30年３月期から平成49年３月期まで各年度9,000千円
　　　　・�平成49年３月末における正味売却価額は70,000千円（処分

費用見込額控除後）
　　　④�　期末時点での正味売却価額（処分費用見込額控除後）は

118,000千円である。
　　　⑤�　減損処理を行う場合、認識された減損損失は、当期末の帳

簿価額の比率に応じて按分し、各資産に配分すること。
　　　⑥�　減損処理後の貸借対照表の表示は、減損処理前の取得原価

から減損損失を直接控除し、控除後の金額をその後の取得原
価とする（直接控除方式）。

　　　⑦�　税務上、固定資産の減損損失は一時差異に該当する。建物
及び器具備品についての滅損損失に係る繰延税金資産は、ス
ケジューリング可能な一時差異であり、また、〈分類２〉と
して判定されていることから、回収可能性があるものと判断
する。一方、土地についての減損損失に係る繰延税金資産は、
売却等に係る意思決定又は実施計画等がないことから、スケ
ジューリング不能な一時差異として回収可能性がないものと
判断する。　　　　　

●実力完成答練　第５回〔第三問〕５
　５�　有形固定資産に関する事項
　　�　有形固定資産の減価償却費の計算は、下記⑵及び⑶に記載され
ている事項を除き、適正に終了しており、販売部門及び一般管理
部門に係る減価償却費5,356千円が販売費及び一般管理費に、製
造部門に係る減価償却費8,034千円が製造経費（減価償却費）に
計上されている。

　　⑴�　船橋営業所（製品の販売活動のみを行っている。）において、
減損の兆候が認められた。船橋営業所の所有資産は、次のとお
りである。
建　　物 31,000千円（取得原価53,000千円、期末減価償却累計額22,000千円）
器具備品 1,200千円（取得原価2,050千円、期末減価償却累計額850千円）
土　　地 6,500千円

　　　②�　主要な資産の経済的残存使用年数は15年であり、将来
キャッシュ・フローは次のように見積られた。

　　　　�　平成30年３月期から平成44年３月期まで：各年度2,000千円
　　　　　平成44年３月期末における正味売却価額：

 4,000千円（処分費用見込額控除後）
　　　③�　割引率は年2.0%とし、期間15年の年金現価係数は12.849、

現価係数は0.743 とする。
　　　④�　現時点での正味売却価額（処分費用見込額控除後）は

21,500千円である。
　　　⑤�　減損損失は当期末の帳簿価額に基づく比例配分により各資

産に配分する。
　　　⑥�　減損処理後の貸借対照表上の表示は、減損処理前の取得原

価から減損損失を直接控除し、控除後の金額をその後の取得
原価とする（直接控除方式）。

　　　⑦�　固定資産の減損損失は、税務上損金として認められないた
め税効果会計を適用する。

〔第三問〕４
　４　有価証券に関する事項
　　⑴　有価証券の内訳は、以下のとおりである。

（単位：千円）
銘柄等 取得原価 前期末時価 当期末時価 備　　考

Ｅ社株式 63,000 45,000 43,000 上場株式であり、長期投資目的で保有している。

Ｆ社社債 98,500 − 99,125 満期保有目的の債券。下記⑷①参照

Ｇ社株式 45,000 − − 非上場株式であり、長期投資目的で保有している。下記⑷②参照

Ｈ社株式 8,000 − − 非上場株式であり、議決権の100%
を所有している。下記⑷③参照

自己株式 70,000 − − 前期以前より100株保有している。

●実力完成答練　第５回〔第三問〕３
　３　有価証券に関する事項
　　⑴　有価証券の内訳は、次のとおりである。

（単位：千円）
銘柄 取得原価 前期末時価 当期末時価 備　　考
公 社 債
投資信託 4,500 − − 長期投資目的で所有。下記⑷参照

Ｇ社株式 3,900 1,700 1,870 長期投資目的で所有している。
Ｈ社株式 2,000 2,100 1,890 長期投資目的で所有している。
Ｉ社株式 4,400 − − 下記⑸参照
Ｊ社株式 2,000 − − 議決源の100%を所有。下記⑹参照
Ｋ社社債 各自算定 − 1,860 満期保有目的で所有。下記⑺参照
自己株式 600 − − 前期末保有株式数100株×６千円／株

〔第三問〕11
　11　諸税金に関する事項
　　⑴�　各税目とも前期末未払計上額と納付額に過不足はなかった。

なお、当期に納付した事業税の前期末未払計上額は14,500千円
であった。

　　⑵�　当期の確定年税額（中間納付税額及び源泉徴収税額控除前）
は、法人税及び住民税が89,350千円、事業税が18,490千円である。
なお、事業税の確定年税額には、付加価値割及び資本割により
算定された税額5,340千円が含まれている。

　　⑶�　決算整理前残高試算表の法人税等勘定には、法人税及び住民
税の中間納付額41,880千円、事業税の中間納付額7,960千円、源
泉徴収された所得税及び住民税（利子割） 1,370千円が計上され
ている。

　　⑷�　当期の消費税等の確定年税額は33,150千円である。消費税等
の中間納付税額17,270千円が仮払金に計上されている。消費税
等については、確定納付税額を未払消費税等に計上し、仮払消
費税等と仮受消費税等の相殺残高との差額があれば、租税公課
又は雑収入で処理する。

　　⑸�　税務上、事業税の未払計上額は一時差異に該当し、繰延税金
資産の回収可能性に問題はないものとする。

●直前予想答練　第３回〔第三問〕11
　11　諸税金に関する事項
　　⑴�　当期の確定年税額（中間納付額及び源泉徴収税額控除前）は、

法人税及び住民税が25,187千円、事業税が5,538千円（うち外形
基準に係るものが1,000千円）である。

　　　�　なお、事業税のうち外形基準に係る確定年税額については全
額販売費及び一般管理費として処理すること。

　　⑵�　残高試算表において、法人税及び住民税の中間納付額12,678
千円が法人税等に、事業税の中間納付額1,900千円及び源泉徴
収された所得税280千円が販売費及び一般管理費（租税公課）
に計上されている。

　　⑶�　消費税等については、確定納付税額16,114千円を未払消費税
等に計上し、仮払消費税等と仮受消費税等との相殺後残高との
差額があれば、販売費及び一般管理費（租税公課）又は雑収入
で処理するものとする。
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〔第二問〕問２
　１�　将来キャッシュ・フローの見積りの変更に関する調整の方法と
「基準」を適用した初年度の期首残高の調整の方法としては、レ
トロスペクティブ・アプローチの他に２つの方法が考えられる。
「基準」において、それぞれの調整の方法としてどのような方法�
（アプローチ）が適用されるかを答えなさい。

●実力完成答練　第４回〔第一問〕
　５�　下記の表は、資産除去債務の見積りの変更及び当該変更による
調整額に適用する割引率に関するものである。下記の表に当ては
まる適切なものを選択肢からそれぞれ一つずつ選びなさい。

資産除去債務の見積りの変更から生じる調整方法 A
割引前将来キャッシュ・フローが増加する場合の割引率 B
割引前将来キャッシュ・フローが減少する場合の割引率 C

　　【選択肢】
　　 Ａ
　　　 ①�　資産除去債務に係る負債及び有形固定資産の残高の調整

を行い、その調整の効果を一時の損益とする方法（キャッ
チアップ・アプローチ）

　　　 ②�　資産除去債務に係る負債及び有形固定資産の残高を過年
度に遡及して修正する方法（レトロスペクティブ・アプロー
チ）

　　　 ③�　資産除去債務に係る負債及び関連する有形固定資産の帳
簿価額に加減して、減価償却を通じて残存耐用年数にわた
り費用配分を行う方法（プロスペクティブ・アプローチ）

　　 Ｂ
　　　 ①�　当初の割引前将来キャッシュ・フロー及び割引前将来

キャッシュ・フロー増加分に見積変更時の割引率を適用する。
　　　 ②�　当初の割引前将来キャッシュ・フローに負債計上時の割

引率を適用し、割引前将来キャッシュ・フロー増加分に見
積変更時の割引率を適用する。

　　　 ③�　当初の割引前将来キャッシュ・フロー及び割引前将来
キャッシュ・フロー増加分に負債計上時の割引率を適用する。

　　 Ｃ
　　　 ①　負債計上時の割引率を適用する。
　　　 ②　見積変更時の割引率を適用する。
　　　 ③�　割引前将来キャッシュ・フロー減少分に見積変更時の割

引率を適用する。

〔第一問〕１
　⑴�　以下に抜粋したのは、「企業会計原則」第二　損益計算書原則�
一Ａの第一文である。空欄 Ａ から空欄 Ｃ まで挿入すべき
語句の組み合わせを正しく示しているものを選び、記号で答えな
さい。

　　�｢すべての費用及び収益は、その Ａ 及び Ｂ に基づいて計上
し、その Ｃ した期間に正しく割当てられるように処理しなけ
ればならない｡」

　　ア　Ａ：犠牲　　B：成果　　Ｃ：発生
　　イ　Ａ：犠牲　　B：成果　　Ｃ：実現
　　ウ　Ａ：支出　　B：収入　　Ｃ：発生
　　エ　Ａ：支出　　B：収入　　Ｃ：実現

●直前予想答練　第１回〔第一問〕１
　「企業会計原則」損益計算書原則
　　�　すべての費用及び収益は、その ① 及び ② に基づいて計
上し、その ③ した期間に正しく割当てられるように処理しな
ければならない。ただし、未実現収益は、原則として当期の損益
計算に計上してはならない｡（以下省略）

　　�　売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給
付によって実

Ａ
現したものに限る。ただし、長

Ｂ
期の未完成請負工事

　　�等については、合理的に収益を見積り、これを当期の損益計算に
計上することができる。

　　�１　空欄 ① から ⑥ に入る語句を答案用紙に記入しなさい｡
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本試験問題 TAC予想問題
問2
　⑴　外国子会社配当益金不算入制度について、
　　①　制度の適用対象となる外国子会社の要件を答えなさい。
　　②�　制度の適用を受ける場合、外国子会社配当に対して外国で課

された源泉税はどのように取り扱われるか答えなさい。
　　③�　外国子会社が支払う配当の一部が当該国において損金算入さ

れるものである場合における、内国法人が受け取る配当につい
ての課税関係を簡潔に答えなさい。

　⑵　外国税額控除制度について、
　　①　制度の適用対象となる「外国法入税」の意義を答えなさい。
　　②�　外国法人税のうち、法令上、税額控除の対象とならない「外

国法人税の額」として規定されているものの中から３つ選んで
簡潔に答えなさい。

　　　注�　外国子会社合算税制に関係するものについては、触れる必
要はない。

●直前予想答練　第３回
　問１�　内国法人であるＡ社（年一回３月末決算）は、自動車関連製

品（自動車部品）の製造・販売等を目的とする株式会社であり、
外国でも事業を展開し、関連会社を有している。

　　　�　Ｂ社はＣ国に本店を置くＣ国法人であり、平成28年７月１日
よりＡ社の100%子会社となったが、それ以前にはＡ社との間
に資本関係はなかった。

　　　�　Ｂ社の平成28年９月１日から平成29年８月31日の事業年度に
おいて所得の金額及び租税の額は【資料】のとおりであり、所
得の金額に対する租税の割合は20.34%であった。

　　　�　また、Ｂ社は、①製品製造のための生産設備の整備、原材料・
補助材料等の調達等を行っており、②人員を組織的に統括・管
理し、③生産管理・財務管理を主体的に実行して製造業務を掌
握・管理していることなどから、自ら販売製品の製造を行って
いるものと認められる。

　　　�　Ａ社は、平成29年10月25日、Ｂ社から利益剰余金の配当とし
て24,480,000円の配当を受け、Ｃ国において源泉徴収された租
税2,448,000円控除後の金額を収益に計上した。

　　　�　この配当は同日を支払義務確定日とするもので、その全部が
Ｂ社の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものである。

　　　�　また、源泉徴収された租税は、法人税法第69条第１項に規定
する外国法人税に該当するもので、剰余金の配当の額
24,480,000円を課税標準として課されたものである。

　　　　以上の事実を前提に下記の各問に答えなさい。
　　　　⑴�　Ｂ社が外国子会社に核当するかどうか判定し、その判定

を踏まえて、剰余金の配当24,480,000円のＡ社における取
扱いについて説明しなさい。

　　　　⑵�　源泉徴収された租税2,448,000円はＡ社においてどのよう
に取り扱われるか、控除対象となる外国法人税の額とあわ
せて説明しなさい。

法 人 税 法
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　問１�　資料１に掲げる甲から戊の工事に関して、工事進行基準が強
制適用される工事については、税務上調整すべき金額をその計
算過程を示したうえで算定しなさい。また、強制適用されない
工事については、その理由を示しなさい。

　【資料１】工事の請負に関する事項
　　①�　当社は、請負工事に係る収益の額及び費用の額の計上につい

ては、工事完成基準を採用している。
　　②�　当期末現在において未完成である請負工事に関する資料は次

のとおりである。
　　③�　すべての工事の工事代金は、完成引渡日から１か月以内に支

払われる契約となっている。
　　④�　工事進行割合は、工事原価の投入割合で算出すること。

発注者 Ａ社 Ｂ社 Ａ社 Ｂ社 Ｃ社

工事名 甲工事 乙工事 丙工事 丁工事 戊工事

着工日 H28.９.１ H29.７.10 H29.８.20 H29.９.２ H29.10.10

引渡予定日 H30.８.31 H31.５.31 H32.３.31 H31.１.31 H31.５.31

請負工事高 円
1,200,000,000

円
970,000,000

円
1,300,000,000

円
1,620,000,000

円
1,100,000,000

見積工事
原価の額

当初　960,000,000
なお、当期になって建設資
材の高騰により、材料費が
40,000,000円増えることが
確実となった。

680,000,000 1,100,000,000 1,296,000,000 850,000,000

当期末までに支
出した原価の額

前期� 240,000,000
当期� 600,000,000 272,000,000 218,900,000 285,120,000 258,000,000

未成工事受入金
の額

（H28.12.20）� 120,000,000
（H29.12.20）� 540,000,000 150,000,000 100,000,000 300,000,000 250,000,000

備考
（前期別表調整）

完成工事� 300,000,000
完成工事原価� 240,000,000

●直前対策補助問題　第８回
　〔資料５〕乙社の工事その他に関する事項
　　⑴　工事の請負
　　　①�　乙社は設立時より比較的小規模な建築のみを請け負ってお

り、会計処理はすべて工事完成基準によっていた。前期から、
大規模な工事の請負も開始したことから、当期より会計方針
を変更し、複数の事業年度に渡る工事についてはすべて工事
進行基準による経理を行うこととしたが、当期の収益につい
ては乙社の経理担当者は処理が分からず計上されていない。

　　　②　当期において検討をすべき工事は次のＨ工事のみである。
　　　　【Ｈ工事】
　　　　 イ　工事着工日　　　平成29年６月10日
　　　　 ロ　工事収益総額　　450,000,000円
　　　　 ハ　工事原価見積額　300,000,000円
　　　　 ニ　完成予定日　　　平成31年５月末日
　　　　 ホ　実際工事原価　　　　　　　（単位：円）

当　期
材料費 70,000,000
労務費 40,000,000
経　費 10,000,000
合　計 120,000,000

　　　　 ヘ�　平成2 9年７月１日に、工事代金の一部として
100,000,000円を収受し、次の経理処理を行っている。

　　　　　　（借）現金預金　100,000,000円　（貸）未成工事受入金　100,000,000円
　　⑵　貸倒引当金
　　　①�　上記⑴を除き、乙社の当期末における売掛金、完成工事未

収入金、未収金その他の一括評価金銭債権の合計額は
365,000,000円である。

　　　②　乙社ではここ数年貸倒損失は生じていない。
　　　④�　前期に繰り入れた一括貸倒引当金については当期に戻し入

れて収益に計上している。

　問５
　　�　上記⑴及び⑵に関し、乙社の当期の決算調整及び申告調整につ
き、計算過程及び検討過程を明示しつつ示しなさい。

　　�　なお、完成工事原価及び未成工事支出金並びにＴ事未払金につ
いては適正に処理されているため、考慮する必要はない。

　問２�　資料２により、税務上調整すべき金額を算定するとともに、
その計算過程を示しなさい。

　【資料２】期末の債権等の明細及びその留意事項
区分 金額 留意事項

受取手形

円

120,000,000

ア�　Ｄ社からの受取手形25,000,000円があるが、
同社には工事未払金が20,000,000円ある。

イ�　貸借対照表には、受取手形割引高11,000,000
円が注記されている（すべて完成工事未収入金
の回収に際して取得した受取手形である。）。

完成工務
未収入金 230,000,000

ア�　左記には、上記資料１に関する金額は含まれ
ていない。

イ�　Ｅ工務店に対する完成工事未収入金が
15,000,000円あるが、同工務店は当期中に民事
再生法の規定による再生手続開始の申立てを
行ったため、個別貸倒引当金7,500,000円を繰り
入れている。なお、Ｅ工務店からは営業保証金
2,000,000円を受け入れている他、同工務店に対
する支払手形1,500,000円がある。

貸付金 36,000,000
ア�　Ｆ社に対する貸付金が13,000,000円あるが、
時価20,000,000円の土地の担保提供を受け、こ
の土地に抵当権を設定している。

未収金 11,950,000

ア�　未収金の内訳は、公社債の未収利子100,000円、
貸付金の未収利子750,000円、契約不履行による
損害賠償金7,100,000円、未収地代4,000,000円で
あり、いずれも収益に計上されている。

イ�　未収地代については、賃借人から8,000,000円
の敷金を受け取っている。

その他 22,300,000

ア�　その他の内訳は、土地購入のための手付金
10 ,000 , 000円、従業員に関する給料の前払
3,000,000円、仮払旅費2,000,000円、Ｄ社の材料
費の立替金7,300,000円である。

●直前対策補助問題　第７回
　４．債権等に関する事項
　　⑴�　当期末の貸借対照表に計上されている売掛金、受取手形、貸

付金等の金額は次のとおりである。
　　　①　売掛金　　323,400,000円
　　　②　受取手形　 82,450,000円
　　　③　貸付金　　 57,174,000円
　　⑵�　上記⑴の債権のうち、検討を要するものは次のとおりである。
　　　①�　売掛金の中には、取引先である内国法人Ｏ社に対するもの

が5,000,000円含まれている。
　　　　�　Ｏ社は前期の平成28年11月22日に会社更生法の更生手続き

開始の申立てを行ったが、当期においてもその状況に変化は
ない。甲社は前期においてＯ社に対する売掛金につき個別貸
倒引当金を2,500,000円繰り入れており、当期においても繰入
額に変更はないため、特段の追加経理はしていない。

　　　②�　受取手形の中には、取引先である内国法人Ｐ社に対するも
のが3,600,000円含まれている。Ｐ社は平成30年３月に不渡り
が生じ、平成30年４月20日に手形交換所の取引停止処分を受
けている。なお、甲社はP社に対し買掛金の決済として甲社
が振り出した支払手形200,000円があり、平成30年６月に決
済される予定である。甲社は当期においてＰ社に対する受取
手形につき個別貸倒引当金を3,400,000円繰り入れている。

　　　③�　貸付金の中には、取締役ｃが、自宅を取得する際に援助し
た金額12,900,000円があり、適宜返済を受けている。当期に
おいて本来収受すべき利息額は324,000円であると計算され
るが、無利息で貸し付けたため特に経理はしていない。なお、
ｃには甲社が支払うべき費用の立替金で未精算のものが
250,000円があり、甲社では未払金として経理している。
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　【資料４】その他当期に関する事項
　　⑴�　当期末に、決算賞与21,000,000円を未払賞与として計上した。

なお、当該賞与については、同時期に賞与の支給を受けるすぺ
ての使用人に対して各人別にその支給額を通知し、翌期首から
２月以内にすべて支払っている。

　　⑵�　当期中に支弘った下記の費用は、いずれもその支払った日か
ら１年以内に提供を受ける役務に係るものであるため、損金の
額に算入した。なお、当社は１年以内に提供を受ける役務に係
るものを支払った場合においては、継続してその支払った日の
属する事業年度の損金の額に算入している。

区分 金額 内容

傭船料
円

12,000,000
（月額1,000,000）

浚渫工事にかかる傭船料（船を借りること）を、翌年
１年分前払いしたものである。

保険料 4,800,000

従業員にかかる生命保険科を年払いしたものである。
なお、当該保険は全従業貝を被保険者とし、自己を保
険金の受取人とする定期付護老保険であり、支払保険
料の内訳は、養老保険分2,800,000円、定期保険分
1,400,000円、傷害特約分600,000円である。

地代家賃 1,200,000
（月額100,000）下記⑶の翌期にかかる家賃を年払いしたものである。

●直前予想答練　第１回　問２
　７．賞与に関する事項
　　�　甲社では当期の業績が当初計画を上回ったことから、従業員に
対し期末賞与を支給することとし、期末までに対象者全員にそれ
ぞれ支給額を通知した。支給総綴は2,600,000円であるが、実際に
支給したのは４月20日であったことから決算書においては未払計
上をしている。

●直前対策補助問題　第１回
　⑶�　甲社は従業員全員を被保険者とし、生存保険金の受取人を甲社、
死亡保険金の受取人を従業員の遺族とする養老保険の当期分の保
険料2,400,000円を当期の費用に計上している。

　⑶�　営業所として使用するため、○○県××市に所在するビルの１
階店舗を平成29年８月20日から賃借し、その権利金として
3,600,000円を支払い、その全額を地代家賃として費用処理した。
この借店舗の権利は、他へ転売することができる契約である。な
お、このピルの法定耐用年数は60年、見積残存耐用年数は35年で
ある。

　⑷�　当期に計上した交際費9,400,000円の内訳は、次のとおりである。
　　①�　得意先を接待するために要した飲食費　540,000円（１人当

たり5,000円以下のもの。）
　　②�　当社20周年記念の宴会費等　1,200,000円（うち社内で従業員

に一律に供与される通常の飲食費300,00円が含まれる。また、
従業員を除く出席者からの祝い金250,000円は当該宴会費等と
相殺処理している。）

　　③�　当社の工事現場で発生した業務上の事故により負傷した下請
先の従業員に対して支給した見舞金　200,000円（当社の基準
にしたがって支給している。）

　　④�　前期に接待供応した費用について仮払交際費として処理して
いたものを、当期に消却した額　150,000円

　　⑤�　下記⑸③に掲げるＬゴルフクラブでのプレー料　240,000円
（当該プレー料は取引先を接待したものである。）

　　⑥�　下記⑸③に掲げるＭゴルフクラブでのプレー料　120,000円
（当該プレー料は代表取締役Ｙが個人的に利用したものであ
る。）

　　⑦　接待のためのその他飲食費　6,950,000円
　⑸�　当期に計上した会費及び入会金の内訳は、次のとおりである。
なお、入会金は資産計上している。

　　①�　同業者団体の通常会費　300,000円（同業者団体としての通
常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支出
する会費で不相当に多額の剰余金は生じていない。）

　　②�　同業者団体の特別会費　500,000円（会員相互の懇親費用
400,000円及び同業者団体の会館の修繕費負担金100,000円であ
る。なお、当該修繕工事は平成30年６月から行われる。）

　　③�　Ｌゴルフクラブの入会金1,500,000円及びＭゴルフクラブの入
会金　2,000,000円（Ｌゴルフクラブは法人会員として入会し、
Ｍゴルフクラブは代表取締役Ｙ名義の個人会員として入会し
た。なお、Ｍゴルフクラブには無記名式の法人会員制度がある。）

　　④�　Ｌゴルフクラブの年会費36,000円及びＭゴルフクラブの年会
費　48,000円

　⑹　その他の費用に関する次の事項がある。
　　①�　取引先を接待した後に従業員の帰宅に利用したタクシー代金

180,000円を交通費として処理している。
　　②�　マンションの建設に当たり周辺の住民の同意を得るために開

催した説明会の会場借上げ料及び茶菓代80,000円、観劇に招待
した費用260,000円をいずれも会議費として処理している。

●直前対策補助問題　第１回
　７．交際費等に関する事項
　　�　接待交際費として当期の費用に計上した金額9,630,000円の内訳
は、次のとおりである。

　　⑴�　来客との打合せを近隣のレストランで行った際に飲食物を供
与するための費用として甲社が負担した金額の合計額

� 140,000円
　　　�　上記金額は、会議に関連して飲食物を供与するために通常要

する費用に該当する。
　　⑵�　中元・歳暮として得意先に飲食物の詰め合わせ（１件当たり

5,000円）を贈答した金額� 890,000円
　　⑶�　平成29年７月にＨゴルフクラブに法人会員として入会した際

の入会金� 750,000円
　　⑷　Ｈゴルフクラブに入会した際の名義書換料� 150,000円
　　⑸　得意先の社屋新築記念式典に出席する際のタクシー代
� 5,000円
　　⑹　翌期に得意先を旅行に招待するために旅行会に支払った金額
� 400,000円
　　⑺　接待に係る飲食費用
　　　�　なお、飲食費用については、支出の明細に関する書類を作成

しており、その内容は次のとおりである。
　　　①　得意先との飲食費用で１人当たり5,000円以下の金額
� 375,000円
　　　②　得意先との飲食費用で１人当たり5,000円超の金額
� 6,420,000円
　　　③�　甲社役員及び従業員のみの飲食費用で１人当たり5,000円

超の金額� 500,000円
　　⑻�　上記のほか平成30年３月30日に得意先を接待した飲食費用

200,000円（１人当たり20,000円）が仮払金勘定に計上されてい
る。

　　⑼　�上記のうち申告調整を要しないものについては、その旨計算
過程欄に簡潔に説明したうえで、所得計算上必要な調整をし
なさい。
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本試験問題 TAC予想問題
〔第一問〕
　問�　税理士であるあなたは、平成29年２月某日、居住者甲から以下
の税務相談を受けた。

（甲の相談内容）
・�　甲は、安である乙とともに、甲を事業主とする物品販売業を
平成29年４月に開業する予定である。
・�　自宅及び店舗予定地の所在地を所轄する税務者が異なってお
り、店舗所在地を納税地としたい。
・�　乙は、経理に関する一般的な知識を有しており、甲は、その
知識を活用して、できるだけ税の軽減が図られるようにしたい
と考えている。また、甲は乙に対して相応の給料を支払うこと
としている。
・�　甲は、前年の所得税額等によっては、税金を前もって納付す
る制度があると聞いたことがあるとのことであり、どういう制
度か知りたいと言っている。

　�　以下の各問につき、所得税法上の取扱いについて、甲の相談内容
を踏まえ解答しなさい。ただし、各問につき、特段の指示がある場
合は、これに従い解答すること。

　②��　事業主が生計を一にする親族に対して支払う給料について
　　�　解答に当たっては、当該給料の原則的な取扱いを記載した上で、
確定申告書には必要事項が記載されることを前提に、事業主が青
色申告書を提出する場舎とそれ以外の場合に分けて記載するこ
と。

　　�　なお、届出等の提出に関する事項については、解答を要しない。

●実力完成答練　第５回〔第一問〕問１
　〔第一問〕
　�　平成29年８月某目、あなたは、居住者Ａから、「私は、近日中に
整骨院を開業する予定だが、その際、表が所有する建物を使用とし
たいと考えている。また、妻に受付業務や日々の書類の整理などを
担当してもらう予定であるが、所得税の取扱い上、何か注意すべき
点はあるか。」と質問を受けた。

　�　あなたは、これに対してどう答えるべきか、次の点についてそれ
ぞれ説明しなさい。

　１�　実に支払う対価が所得税法上、どのように取扱われるか、居住
者Ａが青色申告の承認を受けている場合と、受けていない場合と
に区分して概要を説明しなさい。

　２�　上記１の場合において、妻に対価を支払うことにより、居住者
Ａの、妻に関する所得控除に関して、どのような影響があるかの
概要について税明しなさい。

　　注　説明に当たっては、下記に示す事項に留意すること。
　　　⑴�　居住者Ａと同人の妻は生計を一にしており、かつ、同居し

ている。
　　　⑵�　妻は居住者Ａが開業する前の期間において、何らの所得も

有しない専事業主婦であり、居住者Ａから受ける対価以外の
所得はない。

　③　開業時に行うべき届出等について
　　�　解答に当たっては、開業時に提出しなければならないもの及び
提出できるものに分け、それぞれについて、提出期限、提出先、
提出が省略できる場合及び提出できるものにつき提出しなかった
場合の取扱いを簡潔に記載すること。

●直前予想答練　第２回〔第一問〕問１
　�　あなたは、居住者Ａから、「近々、不動産賃貸業を開業しようと
考えている。青色申告者には、課税所得金額の算定上様々な特典が
あるときくが、青色申告をするためにはどのような手続きが必要か。
また、私の場合には、どのような特典を受けることができるか。」
という質問を受けた。

　�　あなたは、これに対してどう答えるべきか、その概要を税明しな
さい。

　④　予定納税制度について
　　�　特別農業所得者の特例及ぴ災害減免法に基づく減額承認申請に
ついては、解答を要しない。

●実力完成答練　第４回〔第一問〕問２
　�　事業所得を有する居住者甲は、本年６月15日に税務署長から予定
納税の通知を受け、予定納税義務を有する者に該当する。

　�　甲は、本年８月までＭ年とほぼ同級の事業所得を得ていたが、家
庭の事情により本年９月末をもって廃業している。

　�　この場合に、甲が本年分の予定納税に関し申請できる減額措置の
取扱いについて説明しなさい。

　　但し、復興特別所得税について説明する必要はない。

〔第二問〕問１
　【資料Ⅱ】
　　�　甲と生計を一にする者は次のとおりであり、その全員が甲と同
居している。

　　�　なお、甲と生計を一にする者の年齢は、いずれも、平成29年12 
月31日現在のものである。

　　　⑴　甲の妻（46歳）
　　　　�　自宅で週２回、生け花教室を開催しており、本年分の収入

金額は840,000円、必要経費は400,000円であった。また、甲
の姿の国民年金保険料197,190円は、甲の妻自身が本年中に
納めている。

　　　⑵　甲の妻の母（77歳）
　　　　�　公的年金の収入1,040,000円がある。源泉徴収税額はＯ円で

あるが、公的年金収入1,040,000円から後期高齢者医療保険料
42.400円が差し引かれた金額が甲の姿の母の口座に振り込ま
れている。

　　　⑶�　甲の長男　大学生（21歳　平成８年５月20日生）
　　　　�　甲の長男の国民年金保険料197,190円は、甲が本年中に納

めている。
　　　⑷　甲の長女　高校生（17成　平成12年12月７日生）
　　　⑸　甲の次男　中学生（14歳　平成15年３月29日生）

●実力完成答練　第５回〔第二問〕
　【資料９】
　　�　本年末現在、甲と生計を一にし、かつ、同居する貌銭は次のと
おりである．

　　　１　妻（38歳）
　　　　�　本年、骨とう品（所有期間７年）の譲渡益が1,400,000円（特

別控除前）ある。
　　　２　長男（16歳）
　　　　　本年中に所得はない。
　　　３　長女（10歳）
　　　　　本年中に所得はない。
　　　　　なお、障害者に核当し、障害者手帳に３級の記股がある。
　　　４　母（66歳）
　　　　�　本年、老齢厚生年金1,220,000円、遺族厚生年金1,800,000円

を受け取っている。
　　　　�　老齢厚生年金の金額は、介護保険料80,000円が特別徴収さ

れた後の金額である。

所 得 税 法
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【資料Ⅲ】
　１�　甲を被保険者とする社会保険料で本年中の支払額は、1,586,400
円である。

　２　甲の本年分の生命保険料控除額は、120,000円である。
　３　甲の本年分の地震保険料控除額は、12,760円である。
　４�　甲が本年中に支払った医療に関連するものは次のとおりである。
　　�　なお、以下の項目のうち、適用を受ける所得控除額の計算上、
対象外とした支出項目がある場合には、答案用紙のコメント欄に、
対象外とした支出項目及びその理由を簡潔に記載すること。

　　⑴　外来通院による診察代� 57,000円
　　⑵　医師に対する謝礼（商品券）� 20,000円
　　⑶　調剤楽局での処方薬の代金� 23,830円
　　⑷　インフルエンザ予防接磁代� 3,000円
　　⑸　通院費（電車代）� 12,365円
　　⑹　長女がタレントになるための歯列矯正代� 768,000円
　　⑺　健康増進のために自主的に購入した漢方薬� 64,000円
　　⑻�　風邪や腰痛などの治療のために購入した医薬品で�

特定一般用医薬品等に該当するものの購入� 100,000円

●全国公開模試〔第二問〕問１
　【資料VI】
　　１�　甲が本年中に支払った保険料、医療費等は、次のとおりであ

る
　　　⑴　甲が歯の治療のために歯科医院で支払った医療費　58,000円
　　　⑵　スイッチOTC医薬品の購入費（特定一般用医薬品等購入費）

60,000円
　　　　　注　甲は本年10月に健康診査を受診している。
　　　⑶　国民年金保険料及び国民健康保険料　1,190,000円
　　　⑷　終身保険の保険料　　　300,000円
　　　　�　これは、平成20年５月に契約した保険契約（保険金受取人

は甲の長男）の保険料である
　　　⑸　定期保険の保険料　　　60,000円
　　　　�　これは、本年９月に契約した保険契約（保険金受取人は申

の妻）の保険料である。
　　　⑹　がん保険の保険料　　　72,000円
　　　　�　これは、平成25年10月に契約した保険契約（保険金受取人

は甲）の保険料である。
　　　⑺�　学校法人K学園高校に対る寄附　1,000,000円
　　　　�　Ｋ学園高校は、甲の母校であり、この寄附は寄附付金控除

又は公益社団法人等寄附金特別控除の対象となるものであ
る。

【資料Ⅳ】
　住宅借入金等特別控除に関する事項は以下のとおりである。
　⑴�　甲は、平成25年にＩ市に居住用家屋（認定長期優良住宅に該当）
及びその敷地を、総額62,000,000円で勝入した。

　　�　なお、居住開始年分における住宅借入金等特別控除の適用要件
は全て満たしていた。

　⑵　�勝入資金はＪ金融機関から平成25年６月に返済期問20年（当初
10年間は固定金利）で借り入れ、調達した。

　⑶�　申は、事業の業績が順調であるので、Ｊ金融機関からの借入金
について、本年３月29日に繰上返済を行った。この繰上返済によ
り、本年12月31日現在の住宅借入金等の残高は、24,800,000円で
あり、繰上返済後の返済期間の残り月数は86月となった。

●直前対策講義　第２回　補助問題
　【資料Ⅳ】
　　�　甲は、本年８月、老朽化に伴い旧住宅を取り壊し、その後、直
ちに新家屋（床面積は130㎡で認定長期優良住宅には該当しない。）
を建築し、本年12月から居住の用に供している。

　　　これに関する資料は次のとおりである。
　　⑴�　12月に新家屋に係る損害保険契約（保険期間１年、地震保険

なし） に加入している。
　　　�　なお、この保険料（月額4,500円）は翌年１月より支払うこ

とになっている。
　　⑵�　新家屋は、自己資金及び借入金（返済期間20年の割賦償還に

よるもの）で建築している。
　　　�　なお、当初借入額は28 ,000 ,000円、年末現在の残高は

27,926,500円である。

問２
【資料Ⅱ】
　２　乙の所得控除に閲する事項は、次のとおりである。
　　⑴　生命保険料
　　　①　旧生命保険料（一般分）	 120,800円
　　　②　新個人年金保険料	 72,600円
　　⑵　損害保険契約に係る保険料
　　　①　地震保険料	 13,600円
　　　②　旧長期損害保険料	 15,200円
　　　�　なお、①地震保険料及び②旧長期損害保険料は一の損害保険

契約に基づき支払ったものである。
　　⑶　健康保険料	 483,265円
　　⑷　厚生年金保険料	 584,380円
　　⑸　確定拠出年金（個人型）掛金	 237,600円

●実力完成答練　第３回〔第二問〕問１
　【資料５】
　　甲が本年中に支払った保険料等は、次のとおりである。
　１．国民健康保険料	 700,000円
　２．国民年金保険料	 395,760円
　３．生命保険料	 250,000円（うち旧生命保険料95,000円）
　４．旧個人年金保険料	 150,000円
　５．介護医療保険料	   30,000円
　６．地震保険料（自宅分）	   55,000円

【資料Ⅲ】
　１�　乙は、自宅マンションＡ（鉄筋コンクリート造、耐用年数47年）
を本年９月に74,000,000円で住宅販売業者Ｈに売却した。

　２�　自宅マンションＡは、平成20年６月に新築で取得し、取得価額
は30,000,000円（土地9,000,000円、建物20,000,000円、消費税等
1,000,000円）である。

　　�　なお、自宅マンションＡは、乙と乙の妻の共同名義で購入した
ものであり、その共有持分は乙８：乙の妻２となっている。

●実力完成答練　第４回〔第二問〕問１
　【資料Ⅲ】
　　�　甲は、本年５月31日まで居住の用に供していた国内に所在する
居住用家屋及びその敷地を、本年６月１日以後は、内国法人Ｇ株
式会社（以下、「Ｇ社」という。）に賃貸していたが、同社からの
買取りの要請があったため、本年12月１日に同社に対して譲渡し
た。

　　�　これらに関する事項は、次のとおりである。

　　　�　譲渡した居住用家屋及びその敷地は、いずれも甲が平成23年
２月に取得し、以後、居住の用に供していたものである。

　　　　�取得価額は、家屋が21,000,000円、敷地が37,600,000円であっ
たが、この他、甲は取得時に家屋について220,000円、敷地
について400,000円の登記費用を支払っている。

　　　　�　なお、家屋と同種の減価償却資産の耐用年数は22年である。
　　　　�　また、譲渡対価は、家屋が15,500,000円（源泉所得税控除

前の金額）、敷地が45,000,00円（源泉所得税控除前の金額）
であり、甲は、今回の譲渡について譲渡費用として950,000
円を支払っている。
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本試験問題 TAC予想問題
〔第一問〕
　問１�　相続税の延納及び物納制度に関するそれぞれの適用要件につ

いて、その概要を説明しなさい。
　　　�　なお、計画伐採に係る相続税の延納等の特例（租税特別措置

法第70条の８の２）及び相続税の物納の特例（同法第70条の
12）に関する規定についての説明は要しない。

●実力完成答練　第２回
　〔第一問〕
　　問１�　相続税の延納制度について次の事項を説明しなさい。ただ

し、租税特別措置法に規定する事項については説明を要しな
い。

　　　　⑴　延納の要件
　　　　⑵�　納税者が延納の申請の際、申告期限までに行うべき手続
　　　　⑶　延納の許可の取消

●実力完成答練　第５回
　〔第一問〕
　　問１�　相続税の物納について、その要件を説明しなさい。

〔第二問〕
　２�　被相続人甲の相続人等の状況は、次に図示するとおりである。

　注１�　被相続人甲は、昭和10年２月10日生まれで、相続開始時にお
いて日本国籍を有する者であり、日本国内に住所を有していた。
また、生前において日本国外に住所を有していたことはない。

　　２�　相続人等は、特に記載がある者を除き、相続開始時において
すべて20歳以上である。

　　３　被相続人甲と配偶者乙は、昭和35年６月６日に婚姻した。
　　４�　孫Ｅは、平成15年７月に被相続人甲及び配偶者乙と、孫Ｆは、

平成７年８月に子Ｂ及びＢ′とそれぞれ適法に養子縁組してい
る。

　　５�　亡子Ａは、平成28年５月16日に死亡したが、亡子Ａの相続に
関し、その相続人について相続を放棄した者あるいは限定承認
をした者はいない。また、包括受遺者はいない。

　　６�　子Ｃは、被相続人甲に係る相続開始時において、日本国内に
住所を有しておらず、日本国籍を有している。なお、子Ｃ以外
の相続人等は、被相続人甲に係る相続開始時において、日本国
籍を有し、日本国内に住所を有していた。

　　７�　養子Ｅは、被相続人甲に係る相続開始時において相続税法第
四条の４第２項に定める特別障害者である。

　　　�　なお、障害者控除の計算上、控除額が不足する場合にはその
額について、扶養義務者全員の協議により子Ｃの算出相続税額
から控除することとした。

　　　�　また、養子Ｅは亡子Ａの死亡に係る相続税に関して障害者控
除の適用は受けていない。

　　８�　被相続人甲は、亡子Ａの死亡に係る相続税の納税義務者では
ない。

●実力完成答練　第２回
　〔資料１〕
　　１�　彼相続人甲は、平成29年11月29日長野県Ｇ市内の病院で病気

により死亡し、相続人等はすべて同日その事実を知った。
　　２　被相続人甲の相続人等の状況は、次の図に示すとおりである。

　注１�　被相続人甲の死亡時において、相続人等はすべて日本国内に
住所を有しており、また、相続開始以前に日本以外に住所を有
したことはない。

　　２�　年齢は被相続人甲の死亡時のもので、年齢表示のない者はす
べて20歳以上である。

　　３�　被相続人甲の死亡に係る相続について、子Ｂは家庭裁判所に
申述し、適法に相続の放棄をしている。

　　４�　子Ａは被相続人申の死亡以前に既に死亡しているが、その死
亡についての相続税の課税関係は生じていない。

　　５�　孫Ｃ、孫Ｄ及び孫Ｅは、それぞれ出生と同時に被相続人甲及
び配偶者乙と適法に養子縁組をしている。

　　６�　孫Ｄは特定障害者（特別障害者以外の障害者に該当する。）
であった。

〔第二問〕
　⑷�　建物Ｋは、子Ｃ及び孫Ｆがそれぞれ共有持分２分の１を取得す
る。

　　�　建物Ｋ（固定資産税評価額23,000,000円）は、４階建ての建物（各
階の床面積は、それぞれ300㎡）である。なお、２階部分は平成
28年３月末まで賃貸借契約により貸し付けていたが、それ以降は
空室となっており、新規の貸付けの募集は行っていない。また、
その他の階は賃貸借契約によりＭ社に貸し付けられていた。Ｍ社
との賃貸借契約は、子Ｃ及び孫Ｆが承継し、被相続人甲に係る相
続税の申告期限においても、同社に貸し付けられている。Ｍ社へ
の貸付けに当たり、保証金の授受はなく、相続開始時において未
収賃料はなかった。

●実力完成答練　第２回
　②�　Ｆ市所在の家屋330㎡（固定資産税評価額20,000,000円）
　　�　この家屋は、①の宅地の上に建てられている賃貸用共同住宅（全
10室で各独立部分の床面積の合計は300㎡) で、月額12万円で貸
し付けられていた。この家屋の貸し付けについて、敷金の授受は
なく、家賃は各月分を前月末日までに支払うこととされており、
相続開始時に未収はない。配偶者乙は相続税の申告期限までにそ
の貸し付けを継承し、 同期限まで貸し付けを継続している。

　　�　なお、このうち１室（床面積30㎡）は相続開始時において空室
であり、特に入居者の募集を行っていなかった。
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〔第二問〕
　⑸�　アスファルト舗装Ｌは、子Ｃ及び孫Ｆがそれぞれ共有持分２分
の１を取得する。

　　�　アスファルト舗装Ｌの再建築価額は6,000,000円、減価の額は
300,000円である。

●実力完成答練　第３回
　⑴�　宅地Ｌ（ａ部分・360㎡、ｂ部分・120㎡）並びにその上に存す
る建物Ｍ及び構築物（アスファルト）は、甥Ｈが取得する。

　　�　この宅地は、路線価地域（普通商業併用住宅地区）に所在し、
その地形等は次のとおりである。

　　�　なお、宅地Ｌ（ａ部分）の上に存する建物Ｍ（面積275㎡、固
定資産税評価額22,000,000円）は、被相続人甲が営む食品販売業
の店舗の用に供されているものであり、宅地Ｌ（ｂ部分）の上に
存する構築物（アスファルト）は、店舗専用の駐車場として利用
されていたものである。

　　�　甥Ｈは、相続開始後、被相続人甲が営んでいた食品販売業を引
き継いでおり、相続税の申告期限においてもこの宅地Ｌ（ａ部分
及びｂ部分）並びに建物Ｍ及び構築物（アスファルト）を所有し、
食品販売業の店舗の用に供している。

　　�　また、宅地Ｌは借地権割合70%、借家権割合30%の地域に所在
する。

　　�　構築物（アスファルト）の評価に必要な資料は以下のとおりで
ある。

　　①�　課税時期において新たに建築するために要する費用の額の合
計額� 2,700,000円

　　②　建築の時から課税時期までの期間の償却費の額の合計額
� 450,000円
　　③　取得価額� 2,220,000円

〔第二問〕
　⑹�　農地Ｎは、孫Ｄへ遺贈する。
　　�　この農地Ｎ（672㎡）は、路線価地域（普通住宅地区）に所在し、
その地形等は次のとおりであり、その形状は長方形である。この
農地Ｎは市街地農地であり、宅地に転用するとした場合には地盤
改良等が必要である。

　　�　なお、 この農地Ｎを宅地に転用するとした場合に通常必要と認
められる造成費用の合計額は、4,872.000 円である。

被相続人甲

被相続人甲

子Ａ

妻Ａ′

子Ｂ

孫Ｅ

孫Ｄ（25歳3月）

孫Ｃ

妻Ｂ′

養子Ｃ

養子Ｄ

養子Ｅ

配偶者乙

配偶者乙（75歳5月）

子Ｂ

亡子Ａ

養子Ｅ

養子Ｆ

孫Ｇ

孫Ｄ

孫Ｅ（平成２年３月９日生）

孫ＦＡ′

Ｂ′

子Ｃ

Ｃ′

路線価50千円

農地Ｎ

（672㎡）

28m

24m

●補助問題　第９回
　⑷　「農地Ｈは、養子Ｅに遺贈する。」
　　�　農地Ｈは、路線価地域（普通住宅地区）に所在する市街地周辺
農地であり、その面積は800㎡である。

　　�　農地Ｈは平坦地で、近傍の類似する宅地の価額を基礎として求
めたこの農地Ｈが宅地であるとした場合の１㎡当たりの相続税評
価額は70,000円である。農地Ｈを宅地に転用するためには、全面
の整地が必要である。

　　�　農地Ｈが所在する県における平成29年の平坦地の宅地造成費
は、3,767円（１㎡当たり）である。

〔第二問〕
　チ�　Ｏ社の平成29年３月31日現在の貸借対照表上の資産及び負債の
額は、次のとおりである。

　　　資産の合計額（帳簿価額によって計算した金額）� 78,200,000円
　　　資産の合計額（相続税評価額によって計算した金額）� 92,723,000円
　　　負債の合計額（帳簿価額によって計算した金額）� 32,326,000円
　　　負債の合計額（相続税評価額によって計算した金額）� 32,326,000円
　　注�　Ｏ社は相続開始時において仮決算を行っていないため、相続

開始時における資産及び負債の金額は明確ではないが、相続開
始時の直前に終了した事業年度末から相続開始時までの間に資
産及び負債について著しい増減がなく、評価額の計算に影響し
ない。

●全国公開模試
　チ�　Q社の比準要素の金額の計算の基となる純資産価額は次のとお
りである。

　　　平成29年３月31日現在の資本金等の額� 120,000,000円
　　　平成29年３月31日現在の利益制立金の額� 228,000,000円
　リ�　Ｑ社の平成29年３月31日現在の貸借対照表上の資産及び負債の
金額は次のとおりである。

区　分 資産の合計額注 負債の合計額注
帳簿価額 410,000,000円 62,000,000円
相続税評価額 462,500,000円 62,000,000円

　　　注　１�　Ｑ社は相続開始時に仮決算を行っていないため、相続
開始時における資産及び負債の金額が明確ではないが、
相続開始時の直前に終了した事業年度末から相続開始時
までの間に資産及び負債について著しい増減がなく評価
額の計算には影響しない。
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〔第二問〕
　リ�　Ｏ社の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等の
ＡからＤの金額は以下のとおりである。

　　　「繊維・衣服等卸売業」
　　イ�　Ａ株価：平成28年平均200円、平成29年５月163円、平成29年

４月168円、平成29年３月166円
　　ロ　Ｂ配当金額：5.0円
　　ハ　Ｃ利益金額：30円
　　ニ　Ｄ簿価純資産額：372円
　ヌ�　Ｏ社の比準要素の金額の計算の基となる金額は次のとおりであ
る。

　　イ　直前期末以前１年間の年配当金額� 0円
　　ロ　直前々期末以前1 年間の年配当金額� 1,920,000円
　　ハ　直前期末以前1 年間の利益金額� 7,200,000円
　　ニ　直前々期末以前1 年間の利益金額� 9,700,000円
　　ホ　直前期末の純資産価額の計算において採用する利益積立金額
� 56,300,000円
　　　注　１�　各事業年度における利益金額は、差引利益金額である。
　　　　　２�　類似業種比準価額を計算する場合のＯ社株式の株価の

計算過程における比準割合の計算は、それぞれ小数点以
下２位未満を切り捨てて計算するものとする。

●実力完成答練　第６回
　⑥�　Ｏ社の類似業種の比準要紫等の金額は次のとおりである。
　　　「小売業」
　　　Ａ株価：平成29年７月　386円、６月　392円、５月　388円、
　　　　　　　平成28年平均　369円
　　　　　　　平成29年７月以前２年間の平均　383円
　　　Ｂ配当金額：4.0円
　　　Ｃ利益金額：28円
　　　Ｄ簿価純資産額： 226円

　⑦�　Ｏ社の比準要素の金額の計算の基となる金額は次のとおりであ
る。

　　イ　直前期の年配当金額� 110,000円
　　ロ　直前々期の年配当金額� 100,000円
　　ハ　直前々期の前期の年配当金額� 110,000円
　　ニ　直前期末以前１年間の利益金額� 1,000,000円
　　ホ　直前々期末以前１年間の利益金額� 1,100,000円
　　ヘ　直前々拶l末の前期末以前１年間の利益金額� 1,200,000円
　　ト　直前期末における純資産価額（帳簿価額によって計算した金額）
� 71,000,000円
　　チ　直前々期末における純資産価額（帳簿価額によって計算した金額）
� 70,000,000円

〔第二問〕
　⑻　Ｐ社の株式10,000株は、孫Ｆへ遺贈する。
　　�　この株式は、東京証券取引所の第一部及び名古屋証券取引所の
第一部に上場されている株式で、その株価等の状況は次のとおり
である。

　　�　なお、被相続人甲の住所地の最寄りの金融商品取引所は東京証
券取引所である。また、Ｐ社の事業年度は１年で、決算期は８月
である。

　　イ　課税時期前後の最終価格
　　　イ　東京証券取引所

5月29日：2,008円、5月30日：2,001円、5月31日： 2,004円
　　　ロ　名古屋証券取引所

5月29日： 2,003円、5月30日： 1,996円、5月31日：1,997円
　　ロ　毎日の最終価格の月平均額
　　　イ　東京証券取引所
　　　　　平成29年5月：� 2,006円
　　　　　�平成29年4月1日から同年4月19日までの毎日の最終価格の

月平均額：� 2,130円
　　　　　�平成29年4月20日から同年4月30日までの毎日の最終価格の

月平均額：� 2,001円
　　　　　平成29年3月：� 2,140円
　　　ロ　名古屋証券取引所
　　　　　平成29年5月：� 1,999円
　　　　　�平成29年4月1日から同年4月19日までの毎日の最終価格の

月平均額：� 2,129円
　　　　　�平成29年4月20日から同年4月30日までの毎日の最終価格の

月平均額：� 1,993円
　　　　　平成29年3月：� 2,118円
　　ハ　増資の状況
　　　イ　権利落の日：� 平成29年4月20日
　　　ロ　株式の割当の基準日：� 平成29年4月30日
　　　ハ　株式の割当の日：� 平成29年6月30日
　　　ニ　株式の割当数：� 株式１株に対し0.1株を割当て
　　　ホ　株式の１株につき払い込むべき金額：� 100円

●実力完成答練　第４回
　⑹　Ｍ社株式100,000株は、養子Ｄに遺贈する。
　　　Ｍ社株式は、上場会社であるM社（本社：福岡市）の株式である。
　　①　増資の状況
　　　　株式権利溶の日� 平成29年5月8日
　　　　株式割当の基準日� 平成29年5月10日
　　　　株式の割当条件　株式の譲渡数� 株式１株に対し1.0株
　　　　株式１株につき払い込むべき金額� 200円

　　②　株価の状況
　　　　�平成29年5月12日の最終価格（以下、「終値」という。）東京

証券取引所（以下、「東証」という。）：315円　福岡証券取引
所（以下、「福証」という。）：317円

　　　　平成29年5月13日及び14日の終値
東証：取引なし　福証：取引なし

　　　　平成29年5月15日の終値　東証：322円　福証：328円
　　　　平成29年5月の毎日の終値平均　東証：403円　福証：399円
　　　　株式権利落の日の前日以前の平成29年5月の毎日の終値平均
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東証：442円　福証：455円
　　　　株式権利務の日以後の平成29年5月の毎日の終値平均
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東証：357円　福証：362円
　　　　平成29年4月の毎日の終値平均　東証：441円　福証：458円
　　　　平成29年3月の毎日の終値平同　東証：438円　福紅：467円

〔第二問〕
　⑼�　Ｑ銀行Ｒ支店の定期預金30,000,000円は、配偶者乙が取得する。
なお、この定期預金の約定期間は２年であり、中間利払の制度が
ある。

　　イ　預入高� 30,000,000円
　　ロ　満期時の約定利息� 年1.2%
　　ハ　中途解約利率
　　　イ　預入期間１年未満の場合� 年0.3%
　　　ロ　預入期間１年以上の場合� 年0.6%
　　　ハ　中間利払利率� 年0.5%
　　ニ　預入日から相続開始日までの既経過日数� 486日

●実力完成答練　第１回
　⑻　定期預金（預入高 20,000,000円）は、孫Ｃが取得する。
　　　この定期預金の内容は次のとおりである。
　　イ　約定期間	 ２年
　　ロ　既経過日数	 584日
　　ハ　満期日の約定利息	 年2.3%
　　ニ　中間利払利息	 年1.2%
　　ホ　中途解約利率	 年1.7%（１年６ヶ月以上）
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〔第二問〕
　４�　被相続人甲に係る債務は次のとおりであり、すべて配偶者乙が
負担した。

　　⑴�　被相続人甲の平成29年分所得税及び復興特別所得税の準確定
申告に係る所得税及び復興特別所得税� 500,000円

　　⑵　平成29年度住民税� 280,000円
　　⑶　平成29年度固定資産税及び都市計画税� 1,200,000円

●実力完成答練　第４回
　７�　被相続人甲に係る債務は次のとおりであり、それぞれに掲げる
者が負担した。

　　⑴�　被相続人甲の所得税及び復興特別所得税の準確定申告に係る
所得税及び復興特別所得税の額　250,000円　養子Ｅが負担

　　⑵　平成29年度住民税　200,000円　養子Ｅが負担
　　⑶�　平成29年度固定資産税　2,396,000円　養子Ａが996,000円、養

子Ｂが800,000円、養子Ｅが600,000円負担
　　⑷�　平成28年度固定資産税に係る延滞金　平成29年２月に納付す

べき固定資産税の納付が遅れたことに伴い課されることとなっ
た延滞金（平成29年４月にその通知を受けた。）12,000円　養
子Ａが負担

〔第二問〕
　５�　被相続人甲の通夜及び葬式に要した費用は次のとおりであり、
すべて子Ｃが負担した。

　　　なお、香典4,000,000円は配偶者乙が取得した。
　　⑴　通夜及び葬式費用� 3,000,000円
　　⑵　戒名科� 200,000円
　　⑶　香典返しに係る費用� 2,500,000円

●実力完成答練　第２回
　５�　被相続人甲の葬式等に要した費用は次のとおりであり、これら
はすべて配偶者乙が立替払していたが、相続税の申告期限までに
相続人の誰が負担するかは確定していない。

　　⑴ 通夜の費用	 1,500,000円	 ⑸ 戒名料	 300,000円
　　⑵ 葬式の費用	 1,000,000円	 ⑹ 永代供養料	 1,300,000円
　　⑶ 通夜の飲食代	 400,000円	 ⑺ 初七日の法事の費用	 500,000円
　　⑷ 香典返しの費用	 1,200,000円

〔第二問〕
　⑵　Ｕ生命保険
　　イ　保険契約者　　　配偶者乙
　　ロ　被保険者　　　　配偶者乙
　　ハ　保険料負担者　　被相続人甲
　　ニ　保険金受取人　　配偶者乙
　　ホ　保険金額　　　　8,000,000円
　　　注�　Ｕ生命保険契約の保険料は一時払いで支払っており、相続

開始時において、その保険契約を解約した場合に支払われる
こととなる解約返戻金の額は4,000,000円（4,000,000円は、解
約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税等の額に相当
する金額を減算する前の金額である。）である。

　　　　�　なお、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税等
の額に相当する金額は、48,895円である。

●実力完成答練　第３回
　６�　上記のほか、相続税の申告書の提出期限までに、次の事項が判
明している。

　　⑴　被相続人甲に関係する生命保険契約は次表のとおりである。
区　　分 Ｔ生命保険 Ｕ生命保険 Ｖ生命保険

保険契約者
被保険者
保険料負担者

保険金受取人
保険金額
払込済保険料
解約返戻金

被相続人甲
被相続人甲

被相続人甲全額

配偶者乙
48,50,000円
20,000,000円
―――

配偶者乙
配偶者乙

被相続人甲 1/2
配偶者乙　 1/2

甥Ｈ
30,000,000円
16,000,000円
18,000,000円

被相続人甲
父丙

被相続人甲 1/2
父丙　　　 1/2
被相続人甲
年 1,000,000円
　10,000,000円
―――

　　　注 １�　Ｔ生命保険契約については、保険金受取人である配偶
者乙は保険金額のほかに剰余金200,000円の分配を受けて
いる。

　　　　 ２�　Ｕ生命保険契約については、相続開始時における解約
返戻金のほかに剰余金180,000円の分配があり、解約返戻
金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額が406,300円
ある。

〔第二問〕
　７�　被相続人甲の相続人等は、相続開始前に被相続人甲から次のと
おり贈与を受けており、平成28年分までの贈与税の申告、納税が
必要なものについては、適法に済ませている。

　　�　なお、受贈者はいずれも被相続人甲以外の者からの贈与を受け
ていない。

　　⑴�　亡子Ａは、平成26年11月４日に被相続人甲から定期預金
10,000,000円の贈与を受けている。

　　　�　なお、亡子Ａは平成26年分の贈与税の申告において、特定贈
与者を被相続人甲として相続税法第21条の９に規定する相続時
精算課税の適用を受けている。

　　　�　また、亡子Ａは、平成25年分以前に相続時精算課税の適用を
受けたことはない。

●実力完成答練　第３回
　６�　子Ａは平成29年２月20日に死亡している。なお、子Ａの遺産総
額は基礎控除額以下であり、子Ａの相続に係る相続人は、相続の
放棄をしていない。

　　⑵�　被相続人甲の相続人等は、相続開始前に被相続人甲から次の
とおり贈与を受けている。

贈与年月日 受贈者 受贈財産 贈与時の時価 備考
平成26年３月10日 配偶者乙 居住用不動産 50,000,000円 注１
平成27年６月20日 配偶者乙 宝飾品 2,000,000円 注２
平成28年１月10日 子　　Ａ 現　金 25,000,000円 注３
平成28年２月８日 甥　　Ｈ 現　金 2,000,000円

　　　 注 １�　配偶者乙は平成26年分の贈与について、贈与税の申告
に当たり、適法に贈与税の配偶者控除の適用を受けてい
る。

　　　 　 ２�　配偶者乙は平成27年分の贈与について、贈与税の申告
をしておらず、また、贈与税の決定も受けていない。

　　　 　 ３�　子Ａは平成28年分の贈与について、相続時精算課税を
選択しており、適法に手続きを済ませている。
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本試験問題 TAC予想問題
〔第二問〕
　１�　甲株式会社は、平成25年３月中に、その製造場の所在地の所轄
税務署長から、初めて全ての品目の酒類の製造免許を受けており、
他に製造免許を受けている製造場はない。

●直前予想答練　第２回〔第二問〕
　【資料】
　１�．甲株式会社は、平成25年３月中に、その製造場の所在地の所轄
税務署長からすべての品目の酒類の製造免許を受けており、他に
製造免許を受けている製造場はない。

〔第二問〕Ａ
　�　米600kg、米こうじ230kg （こうじ米200kg）、清酒かす240kg、水
あめ200kg （含有水分25%）及び水を原料として発酵させ、その液
状部分とかす部分を分離した液状部分の酒類2,000ℓ（アルコール
分16.0度、エキス分6.0度、発泡性なし）

●実力完成答練　第２回〔第二問〕Ｈ
　�　米400kg、米こうじ160kg （こうじ米140kg）、水あめ60kg （水分
重量10kg）、他の酒類製造者の製造場から未納税移入した単式蒸留
焼酎200ℓ（アルコール分35度、当該酒類の重量197kg）、原料用ア
ルコール50ℓ（アルコール分60度）及び水を原料として発酵させて
こした酒類（アルコール分14度、エキス分７度）

〔第二問〕Ｂ
　�　他の酒類製造者の製造場から未納税移入した酒類500ℓ（ぶどう
果汁600ℓ（含有糖分96kg）及びぶどう糖90kgを原料として発酵さ
せたもの（アルコール分18.0度、エキス分7.7度、発泡性なし））に、
炭酸水500ℓを加えた酒類1,000ℓ（アルコール分9.0度、エキス分3.8
度、発泡性あり）

●全国公開模試〔第二問〕Ｂ
　�　他の酒類製造者の製造場から未納税移出した酒類（りんご果汁
1,000ℓ（含有する糖類の重量120kg）、砂糖110kg及び水を原料とし
て発酵させた酒類1,200ℓ（アルコール分16度、エキス分８度））に、
水800ℓを加えた酒類2,000ℓ（エキス分4.8度）

〔第二問〕Ｃ
　�　米100kg、麦芽300kg、ホップ５kg及び水を原料として発酵させ
た酒類4,000ℓ（アルコール分5.5度、エキス分1.0度、発泡性なし）

●全国公開模試〔第二問〕Ｄ
　�　発芽させた大麦600kg、発芽させた小麦400kg、ホップ30kg、米
300kg、コーン150kg、でん粉50kg及び水を原料として発酵させた
酒類で発泡性を有するもの（アルコール分５度、エキス分３度）

〔第二問〕Ｄ
　�　発芽させた小麦200kg及び水により、とうもろこし300kgを糖化
させて発酵させたアルコール含有物を、単式蒸留機により蒸留（留
出時のアルコール分80.0度、エキス分0.0度、発泡性なし） して水を
加えた酒類100ℓ（アルコール分60.0度、エキス分0.0度、発泡性なし）
に、他の酒類製造者の製造場から課税移出された原料用アルコール
2,000ℓ（アルコール分57.0度、エキス分0.0度、発泡性なし） 及び水
を加えた酒類3,000ℓ（アルコール分40.0度、エキス分0.0度、発泡
性なし）

●全国公開模試〔第二問〕Ｈ
　�　発芽させた米及び水を原料として糖化、発酵させたアルコール含
有物を単式蒸留機により蒸留（留出時のアルコール分60度）した酒
類400ℓ（アルコール分60度、エキス分0.3度）に、他の酒類製造者
の製造場から未納税移出された酒類（レモン果汁及び水を原料とし
て発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留（留出時の
アルコール分60度）した酒類（アルコール分60度、エキス分0.3度）
にレモン色素10kg及び水を加えた酒類8,000ℓ（アルコール分50度、
エキス分1.2度））及び水を加えた酒類10,000ℓ（アルコール分42.4度、
エキス分1.2度）

〔第二問〕Ｅ
　�　麦500kg、米こうじ200kg、清酒かす100kg及び水を原料として発
酵させたアルコール含有物を単式蒸留機で蒸留（留出時のアルコー
ル分60.0度、エキス分0.0度、発泡性なし）して水を加え、砂糖１kg
（分蜜をしたもので、当該砂糖を加えたことによる着色又は着香は
ない。）及び合成着色料0.2kg （食品衛生法施行規則に定める食用黄
色５号）を加えた酒類2,500ℓ（アルコール分25.0度、エキス分0.1度、
発泡性なし）

●実力完成答練　第３回〔第二問〕
　５�．次の酒類に分蜜をした砂糖及び水を加えた酒類（アルコール分
20度、エキス分1.8度、着色又は着香なし）

　　・�　さつまいも、さつまいもこうじ及び水を原料として発酵させ
たアルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機により蒸留
（留出時のアルコール分70度）して水を加えた酒類（アルコー
ル分45度、エキス分0.3度）　　　　　

〔第二問〕Ｆ
　�　麦100kg、米こうじ30kg及び水を原料として発酵させたアルコー
ル含有物を単式蒸留機により蒸留（留出時のアルコール分90.0度、
エキス分0.0度）して水を加えた酒類20ℓ（アルコール分42.0度、エ
キス分0.0度、発泡性なし）、米300kg、糖類200kg及び水を原料とし
て発酵させた酒類1,500ℓ（アルコール分20.0度、エキス分5.0度、発
泡性なし）

●直前講義　第１回・補助問題〔問題〕Ａ
　�　米700kg、米こうじ300kg （こうじ米240kg）、他の酒類製造者の
製造場から未納税移出された連続式蒸留焼酎350ℓ（アルコール分
35度、重量325kg）、水あめ180kg（含有水分35%）、アミノ酸塩５
kg、有機酸３kg及び水を原料として発酵させてこした酒類（アル
コール分19度、エキス分５度）

〔第二問〕Ｇ
　�　麦300kg、麦こうじ120kg、じゃがいも60kg及び水を原料として
発酵させたアルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留（留出時のアル
コール分60.0度、エキス分0.0度、発泡性なし）したものに、杉の木
片の成分を浸出させ水を加えた酒類1,200ℓ（アルコール分12.0度、
エキス分0.1度、発泡性なし）

●直前予想答練　第１回〔第二問〕
　�４�．麦芽、果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を
単式蒸留機により蒸留（留出時のアルコール分60度）して水を加
えた酒類（アルコール分40度、エキス分0.3度）は、木片を投入
してその成分を浸出させた酒類（アルコール分40度、エキス分0.5
度）

酒 税 法
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〔第二問〕Ｈ
　�　麦芽10kg、糖類1,000kg （含有水分32%）、たんぱく質物分解物（大
豆を原料とするもの） 300kg、ホップ30kg、酵母エキス５kg、カラ
メル５kg及び水を原料として発酵させた酒類（アルコール分5.0度、
エキス分3.0度、発泡性あり）に、大麦、小麦及び水を原料として
発酵させたアルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留（留出時のアル
コール分80.0度、エキス分0.0度、発泡性なし）して水を加えたもの
（アルコール分44.0度、エキス分0.0度、発泡性なし）を加えた酒類
1,600ℓ（アルコール分5.0度、エキス分3.0度、発泡性あり）

●全国公開模試〔第二問〕Ｇ
　�　ライ麦麦芽1,000kg、ホップ80kg、ライ麦900kg、果実５kg、カ
ラメル（着色料）15kg及び水を原料として発酵させた酒類で発泡
性を有するもの4,800ℓ（アルコール分５度、エキス分３度）に、
大麦、大麦こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物
を連続式蒸留機により蒸留（留出時のアルコール分90度）して水を
加えた酒類200ℓ（アルコール分40度、エキス分0.2度）を加えた酒
類で発泡性を有するもの5,000ℓ（アルコール分6.4度、エキス分2.8
度）

〔第二問〕
　５�　商品Ａについては、４の表のほか、平成29年８月５日に公的機
関主催の品評会に出品するため、出品要領に従い５本（容器の容
量1,800㎖）を送付し、その受領書を保管している。

●直前予想答練　第２回〔第二問〕
　９�．商品Ｅについては、４の表のほか、平成29年８月５日に地方自
治体主催の品評会に特別な容器に詰め替えて10本（容器の容量
500㎖）を出品した。

〔第二問〕
　６�　商品Ｂについては、４の表の平成29年８月５日に移出したもの
のうち、300本（容器の容量720㎖）は輸出する目的で酒税法第29
条（輸出免税）の規定により製造場から移出したものである。

●実力完成答練　第１回〔第二問〕
　10�．商品Ｈについては、４の表に、平成29年７月中に2,000本（容
器の容量720㎖）を輸出の目的で酒税法第29条第１項の規定によ
り移出したものが含まれている。

〔第二問〕
　７�　商品Ｅについては、４の表のほか、平成29年４月中に酒類販売
業者に課税移出されたもの22本（容器の容量720㎖）が、平成29
年８月10日に酒類販売業者から返品され、製造場内に持ち込まれ
た。

　　　なお、平成29年４月中の商品Ｅの課税移出数量は100㎘である。

●全国公開模試〔第二問〕
　７�．商品Ｄについては、平成28年７月中に、酒類販売業者に課税移
出（全て租税特別措置法第87条の６の規定の適用を受けている。）
されたもの3,000本（容器の容量500㎖）が、返品のため、平成29
年８月中に酒類販売業者から製造場内に持ち込まれた。

〔第二問〕
　８�　商品Ｆについては、４の表のほか、タンクのひび割れによりタ
ンク内の酒類が流出し、平成29年８月８日に300,000㎖が滅失し
た。なお、製造場の所在地の所轄税務署長にその旨の届出をして
いる。

●実力完成答練　第２回〔第二問〕
　７�．商品Ｄについては、４の表のほか、平成29年８月中に従業員の
過失により製造場内の貯蔵タンクから流出し200ℓが滅失した。

　　　なお、所轄税務署長にその旨の届出書を提出している。

〔第二問〕
　９�　商品Ｇについては、４の表のほか、平成29年８月20日に在日カ
ナダ大使館に100本（容器の容量1,000㎖） を送付し、その受領書
を保管している。

●実力完成答練　第４回〔第二問〕
　９�．商品Ｅについては、５の表のほか、平成29年７月14日に在日ア
メリカ大使館に240本（容器の容量750㎖）を販売した。

〔第二問〕
　９�　商品Ｈについては、４の表のほか、平成29年８月23日に何者か
が製造場に侵入し、10本（容器の容量633㎖）を持ち去った。直
ちに警察署へ届け出ており、甲株式会社の責めに帰す事由はない。

●実力完成答練　第１回〔第二問〕
　７�．商品Ｃについては、４の表のほか、平成29年７月９日に製造場
に何者かが侵入し、50本（容器の容量700㎖）を持ち去った。直
ちに所轄警察署に届け出ており、甲株式会社の責めに帰す事由は
ない。
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本試験問題 TAC予想問題
〔第一問〕
　問１　次の各問に答えなさい。
　　⑴�　特定資産の譲渡等に該当する役務の提供の意義について述べ

なさい。
　　⑵�　国内において特定資産の譲渡等が行われた場合に、特定資産

の譲渡等を行った事業者及び事業として特定資産の譲渡等を受
けた事業者における消費税法令の適用関係について述べなさい。

　　　�　なお、消費税が課される場合には、その納税義務者及び納税
義務の成立の時期について、その根拠も含めて述べなさい。

●実力完成答練　第１回〔第一問〕
　問１　次の問に答えなさい。
　　⑴�　消費税法では、国内において事業者が行った資産の譲渡等（特

定資産の譲渡等に核当するものを除く。）及び特定仕入れには、
この法律により、消費税を課することとされている。

　　　�　この場合において、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」
及び「特定仕入れ」の意義や範囲について述べなさい。

　　　　注�　消費税法施行令に規定する事項については触れる必要は
ない。

●理論ドクター　P164
　�　課税事業者である甲社（国外に支店等を有していない。）は、平
成29年４月１日から平成30年３月31日までの課税期間において、国
外事業者であるＡ社（国内に支店等を有していない。）とインター
ネットショッピングサイトの使用許諾契約を締結し、サイト使用料
12,600,000円を支払っている。

　�　このサイトは使用許諾契約において取引当事者間固有の契約に基
づき、役務の提供を受ける事業者が事業として利用することが明ら
かなものであり、「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当する。

　�　なお、このサイトでは甲社の課税製品のみを消費者向けに販売し
ている。

　�　ここで甲社が支払ったサイト使用料の取扱いについて、次の間い
に答えなさい。

　　問１　国内取引に該当するかどうか
　　問２　課税標準に含まれるかどうか
　　問３　個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合の取扱い
　　　注�　甲社は消費税簡易課税制度選択届出書を提出したことはな

く、当課税期間の課税売上割合は95%未満である。

●理論ドクター　P167
　�　特定資産の譲渡等を行う事業者が、特定課税仕入れを行う事業者
に対し行うべき表示義務について述べなさい。

〔第一問〕
問２�　消費税法に関する以下の文章について、正誤及びその理由を述
べよ。

　⑶�　その課税期間における課税売上高が５億円を超えるとき、又は
その課税期間における課税売上割合が百分の九十五未満のときに
は、消費税法第30条第２項第１号若しくは第２号に規定する方法
によって、課税標準に対する消費税額から控除する課税仕入れに
係る消費税額を計算することとなるが、同項第１号に規定する個
別対応方式による場合には、例えば、課税資産の譲渡等にのみ要
する課税仕入れを抽出して、それ以外の課税仕入れ全てについて、
課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの
として計算することができる。

●上級テキスト（P195）、レギュラー速修テキスト（P87）
　　　個別対応方式の適用方法（基通11-2-18）
　　�　個別対応方式により仕入れに係る消費税額を計算する場合に
は、その課税期間中において行った個々の課税仕入れ等について、
必ず、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡
等にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡
等に共通して要するものとに区分しなければならない。

　　�　したがって、例えば、課税仕入れ等の中から課税資産の譲渡等
にのみ要するものを抽出し、それ以外のものを全て課税資産の譲
渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するも
のとして区分することは認められない。

消 費 税 法
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〔第一問〕
問２
　⑷�　その課税期間において課税事業者である事業者は、原則として
消費税法第45条第１項により消費税の確定申告書を提出する必要
があるが、例えば、国内において行った課税資産の譲渡等に係る
課税標準である金額に対する消費税額が1,000,000円で、当該消費
税額から控除することができる仕入れに係る消費税額等の同項第
３号イからニに掲げる消費税額の合計額も1,000,000円である場
合、消費税の納付税額が生じないことから、消費税の確定申告書
を提出する義務はない。

●直前予想答練　第１回〔第一問〕
　問２　次の①から③までの各事例について、各問に答えなさい。
　　　�　解答にあたっては、課税資産の譲渡等に係る中間申告、国税

通則法における規定、各申告書の具体的な記載事項、その他特
記されていない事項については考慮する必要はない。

　　　�　また、各事例について税額を計算する必要はない。なお、各
事業者ともに特定課税仕入れは行っておらず、③のＥ社以外は
輸入取引を行っていないものとする。

　　　①�　個人事業者Ａ（以下「Ａ」という。）は、国内において玩
具の販売業を営む課税事業者であったが、Ａは当年の平成29
年５月７日に死亡したことによりＡの息子Ｂ（以下「Ｂ」と
いう。）がＡの事業を相続（包括承継に核当する。）により承
継した。なお、相続人であるＢは同日にＡの相続の開始があっ
たことを知った。

　　　　�　また、Ａの平成29年１月１日から死亡の日までに係る課税
売上高は4,860万円（税込）、課税仕入高は3,240万円（税込）
であった。

　　　　�　この場合におけるＡの当年（平成29年）に係る
　　　　⑴�　申告等の手続について、概要を述べるとともに、法令の

規定を述べなさい。
　　　　⑵　当骸申告書の提出期限を具体的な日付で述ベなさい。
　　　　⑶�　当該申告における納税地について、答案用紙に従って解

答しなさい。

〔第二問〕
問１　前提資料
　１�　会計帳簿における経理について、すべて消費税及び地方消費税
（以下「消費税等J という。）を含んだ金額により処理（税込経理）
していたが、当課税期間より、すべての取引を消費税等の額とそ
の消費税等に係る取引の対価の額とを区分して経理する方式（以
下「税抜経理」という。） に変更した。

　　�　なお、税抜経理を行うに当たっては、取引の相手方に交付した
又は取引の相手方から交付を受けた請求書、領収書等に消費税等
の額が区分して記載があるものについては、その記載に基づき、
それ以外のものについては甲の経理担当者が帳簿に記載する際に
区分し、区分した消費税等の額は「仮払消費税等」勘定又は「仮
受消費税等」勘定で経理している。

●全国公開模試〔第二問〕
　前提資料
　　１�　会計帳簿における経理処理について、すべて消費税及び地方

消費税（以下「消費税等」という。）を含んだ金額により経理（以
下「税込経理」という。） していたが、当課税期間より、すべ
ての取引を消費税等の額とその消費税等に係る取引の対価の額
とを区分して経理（以下「税抜経理」という。）する方式に変
更した。

　　　�　なお、税抜経理を行うに当たっては、取引の相手方に交付し
た又は取引の相手方から交付を受けた請求書、領収書等に消費
税等の額が区分して記載があるものについては、その記載に基
づき、それ以外のものについては、甲社の経理担当者が帳簿に
記載する際に区分し、区分した消費税等の額は「仮払消費税等」
勘定又は「仮受消費税等」勘定で処理されている。

〔第二問〕
問１　前提資料
　５�．甲は、平成25年１月１日から同年12月31日までの課税期間から
課税売上高が1,000万円以下になったことがなく、課税事業者に
該当後速やかに消費税法第57条第１項に規定する届出書「消費税
課税事業者届出書」を提出し、平成26年12月25日に、平成27年１
月１日から同年12月31日までの課税期間を適用開始課税期間とす
る消費税法第37条第１項（中小事業者の仕入れに係る消費税額の
控除の特例）に規定する届出書「消費税簡易課税制度選択届出書」
を提出の上同項の適用を受けている。なお、その後同条第５項に
規定する屈出書「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出
をしたことはない。

　　�　また、課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につ
いて、消費税法施行令第57条第５項第１号から第６号の各号に掲
げる第一種事業から第六種事業の種類ごとに適正に区分している。

●実力完成答練　第２回
　前提資料
　　⑹�　甲社は、平成28年６月１日から平成29年３月31日を適用開始

課税期間とする「消費税簡易課税制度選択届出書」（消費税法
第37条第１項に規定する届出書をいう。）を平成28年９月20日
に提出し、その適用を受けている。なお、当課税期間中に国内
において行った課税資産の譲渡等については、消費税法施行令
第57条第５項第１号から第６号に規定する事業の種類ごとに適
正に区分されているものとする。

〔第二問〕
問１　【資料】
　５�．甲の当課税期間の前課税期間に係る確定消費税等の額は
677,800円（消費税533,700円、地方消費税144,100円）であり、甲
は消費税法第42条第８項に規定する任意の中間申告書を提出する
旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出していない。

●補助問題　第３回〔第二問〕問２
　７�．乙社の前課税期間の確定消費税の６月分は304,500円（消費税
240,000円、地方消費税64,500円）であり、乙社は任意の中間申告
書を提出する旨の届出書（消費税法第42条第８項に規定する届出
書をいう。）を納税地の所轄税務署長に提出していない。

〔第二問〕
問１　【資料】６
　６�．平成29年６月27日に自己破産した顧客に対し、平成28年12月24
日にペットを販売した販売代金156,600円（消費税等込）につい
ては、甲の事業廃止に伴い、平成29年12月31日に貸倒れとして処
理した。

　　�　なお、当該貸倒れに係る事項は、上記損益計算書には含まれて
いない。

●合格情報補助問題〔第二問〕
　��　「貸倒損失」は平成27年７月12日（契約日）に丙社が販売した
土地付建物の決済残金が個人顧客の自己破産の決定（平成29年12
月25日）により債権の全額切捨てが確定したために、計上された
ものである。当該契約内容は下記のとおりである。

　　�　契約金額： 7,000,000円（土地5,200,000円、建物1,800,000円）、
手付金額： 750,000円（契約日に受領済）
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〔第二問〕
問２　【資料】
　４�．Ａ社が当課税期間中に納付した消費税等の中間納付税額は
824,000円（消費税額648,900円、地方消費税額175,100円）である。

●直前予想答練　第２回
　〔第二問〕問１〔資料〕
　　１　中間申告に関する事項
　　　�　当課税期間中の中間申告により納付した消費税額及び地方消

費税額は10,463,400円（うち地方消費税額2,223,400円）であるが、
租税公課で処理されている。

〔第二問〕
問２〔付記事項〕⑸
　②�　通勤手当� 3,719,344円
　　�　上記②の金額には、通勤のために通常必要であると認められる
部分を超えるものとして、所得税法上給与として課税された金額
520,000円が含まれている。

●補助問題　第２回
　〔第二問〕〈付記事項〉⑺
　　①�　国内出張に係る鉄道運賃、航空運賃、宿泊費用� 1,857,000円
　　　�　上記には、通常必要と認められる範囲を超える部分として、

所得税法上給与として課税された金額458,000円が含まれてい
る。

〔第二問〕
問２〔付記事項〕
　⒅　「その他の営業経費」の内訳は、次のとおりである。
　　①　税理士報酬
　　　　（源泉所得税及び復興特別所得税98,016円を含む。） �960,000円

●合格情報補助問題
　〔第二問〕〔付記事項〕
　��　「その他の営業経費」は以下のものを除き、共通課税仕入れに
該当するものである。

　　①　税理士報酬（源泉所得税額162,500円を含む）� 1,296,000円

〔第二問〕
問２〔付記事項〕
　⒆�　「受取利息配当金」は、国内銀行の預金利息であり源泉所得税
2,515円、復興特別所得税53円が控除された手取額である。

●合格情報補助問題
　〔第二問〕〔付記事項〕
　��　「受取利息配当金」の内訳は、次のとおりである。
　　①　国内銀行の預金利息� 82,992円
　　　�　源泉所得税14,700円、復興特別所得税308円が控除された手

取額である。
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固 定 資 産 税
本試験問題 TAC予想問題

〔第一問〕
　問１�　移動性償却資産に対する固定資産税の課税団体、事業者の申

告、評価・価格等の決定及び価格等の固定資産課税台帳への登
録について、船舶を例にとり、２以上の市町村にわたって使用
される場合にも触れながら説明しなさい。

●実力完成答練　第３回〔第一問〕１
　１�．甲社は日本国内の複数の定けい場のみにわたって使用する船舶
（日本国籍、大規模の償却資産には該当しないもの）を保有し、
平成29年度の賦課期日現在事業の用に供している。そこで、当該
船舶に係る固定資産税の課税標準について説明した上で、課税団
体、評価及び価格の決定について説明しなさい。

〔第一問〕
　問２�　土地課税台帳の閲覧制度と土地価格等縦覧帳簿の縦覧制度に

関して、相互の相違点を踏まえつつ、その趣旨、対象期間、対
象者及び対象項目についてそれぞれ説明しなさい。

●実力完成答練　第１回〔第一問〕１
　１�．固定資産税において土地価格等縦覧帳簿の縦覧制度が設けられ
ている趣旨及び当該縦覧制度について説明しなさい。なお、修正
勧告により価格等を修正した場合の縦覧については、説明するこ
とを要しない。

〔第二問〕問１
　⑫�　専有部分における各階の天井の高さは以下のとおりであり、Ｎ
市長は当該各階の天井の高さについて著しい差異があるとして、
地方税法第352条第１項の規定に基づく補正を行うこととしてい
る。

　　　　１階　　　　　5.2m
　　　　２階及び３階　3.0m
　　　　４階　　　　　4.5m
　⑬　天井の平均の高さは　3.9mである。

●実力完成答練　第４回〔第二問〕１
　⑤　各専有部分には、次のような差がある。
　　⒜　天井の高さ（平均4.35m）
　　　　１階部分 5.1m　２階部分 3.1m　３階部分 2.9m　４階部分 6.6m



（51）

〔第二問〕問２
　問２�　次に掲げる償却資産に係る平成29年度分の課税標準額を、甲

県課税分、乙市課税分及び丙町課税分に分けて、それぞれ計算
過程を明らかにした上で算出しなさい。なお、税率は標準税率
によるものとし、免税点は地方税法第351条本文の免税点によ
るものとする。

　　　【Ｘ会社】
　　　　①　Ａ工場
　　　　　　　　甲県乙市に建設され、平成27年５月１日に稼働開始
　　　　　　　　平成29年１月１日現在の評価額は42,000,000千円
　　　　　　　　平成28年度に法定金額※を超過
　　　　②　Ｂ工場
　　　　　　　　甲県乙市に建設され、平成27年10月１日に稼働開始
　　　　　　　　平成29年１月１日現在の評価額は86,000,000千円
　　　　　　　　平成28年度に法定金額を超過
　　　　③　Ｃ工場
　　　　　　　　甲県丙町に建設され、平成23年８月１日に稼働開始
　　　　　　　　平成29年１月１日現在の評価額は23,000,000千円
　　　　　　　　平成24年度に法定金額を超過
　　　【Ｙ会社】
　　　　④　Ｄ工場
　　　　　　　　甲県乙市に建設され、平成26年12月１日に稼働開始
　　　　　　　　平成29年１月１日現在の評価額は3,000,000千円
　　　　　　　　平成27年度に法定金額を超過
　　　　⑤　Ｅ工場
　　　　　　　　甲県丙町に建設され、平成24年９月１日に稼働開始
　　　　　　　　平成29年１月１日現在の評価額は2,000,000千円
　　　　　　　　平成25年度に法定金額を超過
　　　　⑥　Ｆ工場
　　　　　　　　甲県丙町に建設され、平成21年７月１日に稼働開始
　　　　　　　　平成29年１月１日現在の評価額は55,000,000千円
　　　　　　　　平成22年度に法定金額を超過
　　　　　⑴�　官報に公示された最近の人口は、甲県780,000人、乙

市59,000人、丙町27,000人である。
　　　　　⑵�　平成28年度の地方交付税の算定の基礎となった基準財

政収入額は、乙市15,200,000千円、丙町15,000,000千円で
ある。

　　　　　⑶�　平成28年度の地方交付税の算定の基礎となった基準財
政需要額は、乙市6,903,000千円、丙町8,000,000千円であ
る。

　　　　　⑷�　⑵の基準財政収入額に算入された大規模償却資産に係
る固定資産税の収入見込額は、乙市1,950,235千円、丙町
2,280,000千円である。

　　　　※�　地方税法第349条の４第１項の規定により、市町村の区
分に応じて定められる以下の金額をいう。

●実力完成答練　第２回〔第二問〕問２
　問２�　次の〔資料〕に掲げる償却資産に係る平成29年度分の課税標

準額を甲県課税分、乙市課税分に分けてそれぞれ計算過程を示
して算出しなさい。なお、計算は千円単位で行うこととし、千
円未満の金額が生じたときには、切り捨てることとする。

　〔資料〕
　　�　甲県乙市（地方自治法第252条の19第１項の市以外の市）の償
却資産等の状況は次のとおりである。

　　　⑴　人口　１万9,000人
　　　⑵�　平成28年度の地方交付税の算定の基礎となった�

基準財政収入額� 320億円
　　　⑶�　平成28年度の地方交付税の算定の基礎となった�

基準財政需要額� 168億円
　　　⑷�　⑵の基準財政収入額に算入された大規模償却資産に�

係る固定資産税の収入見込額� 53億7,998万円
　　　⑸　償却資産に係る平成29年度分の課税標準額等
　　　　①　Ｘ社Ａ発電所
　　　　　・平成25年４月１日建設
　　　　　・平成28年度に課税定額＊を超過
　　　　　・平成29年１月１日現在の価額� 4,444億4,000万円
　　　　　　＊�　課税定額とは、地方税法第349条の４第１項の規定

により、市町村の区分に応じて定められる金額をいう。
以下同じ。

　　　　②　Ｘ社Ｂ工場
　　　　　・平成27年８月１日建設
　　　　　・平成28年度に課税定額を超過
　　　　　・平成29年１月１日現在の価額� 2,852億4,000万円
　　　　③　Ｘ社Ｃ設備＊
　　　　　・平成27年11月１日建設
　　　　　・平成28年度に課税定額を超過
　　　　　・平成29年１月１日現在の価額� 500億円
　　　　　　＊�　Ｂ工場に増設された設備で一の工場に類すると認め

られるものである。
　　　　④　Ｘ社Ｄ防波堤
　　　　　・平成25年４月１日建設
　　　　　・平成27年度に課税定額を超過
　　　　　・平成29年１月１日現在の価額� 600億円
　　　　⑤　Ｘ社Ｅ工場
　　　　　・平成21年４月１日建設
　　　　　・平成27年度に課税定額を超過
　　　　　・平成29年１月１日現在の価額� 1,600億円
　　　　⑥　Ｙ社Ｆ工場
　　　　　・平成16年２月１日ill設
　　　　　・平成17年度に課税定額を超過
　　　　　・平成29年１月１日現在の価額� 2,400億円
　　　　⑦　Ｙ社Ｇ発電所
　　　　　・平成26年２月１日建設
　　　　　・平成28年度に課税定額を超過
　　　　　・平成29年１月１日現在の価額� 7,298億4,000万円
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本試験問題 TAC予想問題
〔第一問〕
　問１�　物品販売業のみ行う株式会社（資本金の額は１億円超）が解

散（合併によるものでない。）した場合における清算中の各事
業年度の法人事業税の申告納付について説明しなさい。

●直前予想答練　第２回〔第一問〕問１
　〔第一問〕
　　問１
　　　清算中の各事業年度の申告納付について説明しなさい。

〔第一問〕
　問２�　法人の行う保険業（貿易保険業を除く。）に係る収入割の課

税標準の算定方法について説明しなさい。
　　　　なお、分割基準については説明を要しない。

●実力完成答練　第２回〔第一問〕問１
　〔第一問〕
　　問１
　　�　保険業を営む法人の課税標準の総額の算定方法について説明し
なさい。

〔第二問〕
　�　Ａ氏はＰ県に所在する自宅の一部を店舗として利用し、雇用人Ｂ、
Ｃの２名とともにマッサージ業を営み利益を得ている。加えてＡ氏
は同自宅兼店舗にて、子Ｄに不動産の貸付けに関する事務に従事さ
せ利益を得ている。
　�　また、Ａ氏は平成28年９月23日にＱ県に新たに健康雑貨を販売す
る店舗を開設し、雇用人Ｅ、Ｆの２名を新たに雇い、販売業に従事
させることとした。
　�　平成29年度に課税される事業税の課税標準及び税額の算定につい
てＡ氏から尋ねられた場合、甲税理士はいかに説明したらよいか述
べなさい。
　�　なお、損失の繰越控除、被災事業用資産の損失の繰越控除、事業
用資産の譲渡損失の控除及び事業用資産の譲渡損失の繰越控除に関
することについては説明を要しない。

【資料】
　・�　Ａ氏は平成18年の開業以来、所得税法に規定する青色申告書を
提出することにつき所轄税務署の承認を受けており、継続して事
業を行っている。

　・�　Ａ氏の子Ｄは地方税法第72条の49の12第２項に規定する青色事
業専従者に該当する。

　・�　Ａ氏は子Ｄに支払った給与について、青色事業専従者給与に関
する届出書を所轄税務署長に期限内に提出している。

　・�　Ａ氏はマッサージ業以外には従事していない。
　・�　マッサージ業はあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等
に関する法律に掲げる免許に基づくものである。

　・�　Ａ氏は社会保険診療は行っていない。
　・�　Ａ氏は地方税法第72条の２第10項第５号に掲げる両目の視力を
喪失した者及び視力障害のある者に該当しない。

　・�　マッサージ業、不動産貸付業、販売業それぞれを区分して所得
を計算している。

　・�　Ａ氏が貸し付けている不動産はＱ県に所在するアパート２棟16
室である。

　・�　雇用人Ｅ、Ｆの２名を新たに雇ったことを除き、平成28年中に
従業者数の変動はない。

　・�　Ｐ県及びＱ県は個人の事業税について、地方税法第72条の49の
17第１項各号に掲げる標準税率と同じ税率を採用している。

●実力完成答練　第４回〔第一問〕問２
　問２
　　�　甲税理士は、Ａ県において学習塾を経営する乙氏（65歳）から
個人の事業税について相談を受けた。乙氏は平成20年８月25日に
Ｂ県に所在する薪炭製造業に係る設備及びＣ県に所在するマンショ
ンを相続により取得し、同日よりこれらの事業を開始している。

　　�　また、乙氏は平成28年７月21日より、Ｂ県において教育教材の
販売店の営業を開始した。

　　�　なお、乙氏は同居している妻（58歳。乙氏と生計を一にしてい
る。）、同居していない第一子（30歳。乙氏と生計を一にしていな
い。）、同居している第二子（25歳。生計を一にしている。）及び
数名の雇用人とともに上記に掲げる事業を行っているが、平成28
年における各人の労働日数は次のとおりである。
所在地 事業の内容 乙 妻 第一子 第二子 雇用人
Ａ県ａ市 学習塾の経営 250日 0日 270日 270日 1,800日
Ｂ県ｂ市 薪炭製造業 0日 300日 0日 0日 360日
Ｂ県ｃ市 教育教材の販売店 20日 0日 0日 0日 200日
Ｃ県ｄ市 マンションの経営 0日 0日 0日 0日 366日

　　�　以上の事実を踏まえ、平成29年度における個人の事業税の課税
標準及び税額の算定について乙氏から尋ねられた甲税理士はいか
に説明すればよいか、次の【資料】も参考にして述べなさい。

【資料】
　１�　Ｂ県ｂ市における薪炭製造業は農業に関連するものではない。
　２�　Ｃ県ｄ市におけるマンションの経営は、25世帯収容のものであ
りその全てを賃貸している。また、管理人が常時駐在している。

　３�　上記における各事業は法施行地内における事業にかかるもので
あり、乙氏の事業の所得の算定上、法施行地外にその源泉を有す
るものは一切ないものとする。

　４�　乙氏は所得税において、青色申告書を提出することにつき国の
税務官署の承認を受けていない。

　５�　乙氏は開業以来連続して事業税の申告をしている。
　６　上記の【資料】等以外に特に考慮すべき事項はないものとする。

事 業 税
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〔第三問〕
　問１�　甲ガス株式会社（以下「甲社」という。） の本社はＡ県に所

在しており、Ｂ県において可燃性天然ガスの掘採を行い、Ａ県、
Ｂ県及びＣ県の需要家に対し導管によりガスを供給する事業を
行っている。

　　　�　次の甲社に係る【資料１】から【資料３】に基づき、第14期
事業年度に係る事業税額について、各県に納付すべき事業税額
を、それぞれの計算過程を明らかにして求めなさい。

【資料１】
　１�．第14期事業年度は、平成28年４月１日から平成29年３月31日ま
でである。

　２�．平成29年３月31日現在の貸借対照表は【資料２】のとおりであ
る。

　３�．第14期事業年度の損益計算書は【資料３】のとおりである。

【資料３】
損益計算書

自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日

甲ガス株式会社� （単位： 百万円）
項　　目 金　　　額

Ⅰ　製品売上
Ⅱ　売上原価
　１　期首たな卸高
　２　当期製品製造原価
　３　当期製品自家使用高
　４　期末たな卸高
　　　　売上総利益
Ⅲ　供給販売費
Ⅳ　一般管理費
　　　事業利益
Ⅴ　営業雑収益
　１　受注工事収益
　２　器具販売収益
　３　その他営業雑収益
Ⅵ　営業雑費用
　１　受注工事費用
　２　器具販売費用
　　　　営業利益
Ⅶ　営業外収益
　１　受取利息
　２　有価証券利息
　３　受取配当金
　４　投資信託に係る収益分配金
　５　雑収入
Ⅷ　営業外費用
　１　支払利息
　２　社債利息
　３　雑損失
　　　　経常利益

53,000

50
32,000
1,400
40

15,000
4,500

1,300
3,200
40

1,100
3,000

40
2
140
80
330

200
90
40

53,000

30,610
22,390

19,500
2,890

4,540

4,100
3,330

592

330
3,592

●実力完成答練　第４回〔第二問〕
　〔第二問〕
　　�　次の資料に基づき、Ａ県に本店を置き電気供給業（電気事業法
の規定による発電事業である。）を行うＸ株式会社（以下「Ｘ社」
という。）の第68期事業年度に係る事業税額を計算過程を明らか
にして算定しなさい。Ｘ社はＡ県のほかＢ県及びＣ県において同
事業を行っている。

　　【資料】
　　１．Ｘ社の第68期事業年度

平成29年４月１日から平成30年３月31日
　　２．資本金の額及び資本金等の額について
　　　⑴�　平成29年４月１日現在の資本金の額及び資本金等の額は、

それぞれ1,298億6,000万円及び1,895億2,000万円である。
　　　⑵�　平成30年３月31日現在の資本金の額及び資本金等の額はそ

れぞれ1,428億5,000万円及び1,968億8,000万円である。
　　３．Ｘ社の当事業年度に係る損益計算書は次のとおりである。

（単位：千円）
費　　用 収　　益

電気事業営業費用
　水力発電費
　汽力発電費
　原子力発電費
　内燃力発電費
　地帯間購入電力料
　他社購入電力料
　送電費
　変電費
　配電費
　販売費及び一般管理費
　事業税
　その他

営業外費用
　財務費用
　事業外費用

法人税等合計
　法人税等

当期純利益
　当期純損失

（1,269,835,935）
41,654,950
419,233,653
60,156,122
956,122

50,896,126
51,167,698
96,181,516
54,313,552
165,149,824
257,370,532
12,585,988
60,169,852

（39,812,016）
29,695,765
10,116,251

（94,035,700）
94,035,700

（174,637,912）
174,637,912

電機事業営業収益
　電灯料
　電力料
　地帯間販売電力料
　他社販売電力料
　電機事業雑収益

営業外収益
　財務収益
　事業外収益

（1,556,655,671）
221,090,557
1,069,238,652
189,569,395
56,561,369
20,195,698

（21,665,892）
16,234,193
5,41,699

合　　計 1,578,321,563 合　　計 1,578,321,563
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＜損益計算書の附記事項＞
　１�．「売上原価」にはＢ県において行っている天然ガスの掘採に伴
い申告納付した鉱産税20百万円が含まれている。なお、鉱産税の
税率は100分の１である。

　２�．甲社は、自社で掘採する天然ガスの他に、乙株式会社（収入金
額に対する事業税を課される法人）から導管によるガスの供給を
受け、当該ガスは自社の導管によりガスの需要者に供給を行って
いる。

　　�　「供給販売費」には乙株式会社に支払ったガスの代金1,500百万
円が含まれている。

　３�．甲社は、丙株式会社（収入金額に対する事業税を課される法人）
からガス事業法に規定する託送供給を受けて大口供給を行ってい
る。

　　�　「供給販売費」には丙株式会社に支払った託送料金3,000百万円
が含まれている。

　４�．当期において、売掛金300百万円が貸倒れとなった。
　　　当該損失は「供給販売費」に含まれている。
　５�．営業雑収益の「その他営業雑収益」の内訳は、次のとおりであ
る。

　　　ガスメーター及びカス器具賃貸料収入� 20百万円
　　　ガスメーター等検査手数科収入� 16百万円
　　　�ガス供給に必要な施設を設けるため、ガスの需要者その他その

施設によって便益を受ける者から収納する金額� ４百万円
　６．営業外収益の「雑収入」の内訳は、次のとおりである。
　　　建物の賃貸料収入� 180百万円
　　　（そのうち社宅貸付料収入は６百万円である。）
　　　損害賠償金収入� 100百万円
　　　不要品売却益� 50百万円
　　　（不要品売却による収入は300百万円である。）
　７�．特別利益の「投資有価証券売却益」は、投資有価証券を2,500
百万円で売却したことにより生じたものである。

　８�．特別損失の「固定資産売却損」は、固定資産を5,000百万円で
売却したことにより生じたものである。

●実力完成答練　第４回〔第二問〕
　４．損益計算書における留意事項
　　⑴�　「地帯間販売電力料」及び「地帯間購入電力料」とは、いわ

ゆる９電力会社間における地帯間電力融通契約によって売買し
た電力の料金をいう。

　　⑵�　「他社販売電力料」及び「他社購入電力料」とは、他の電気
供給業を行う法人等の間で売買した電力の料金であり、上記４．
⑴に該当しないものをいう。なお、「他社購入電力料」には、
Ｂ県において公営電気供給事業を行っている地方団体Ｂ県及び
Ｃ県において個人事業として電気供給業を行う丙野太郎氏から
の購入電力料がそれぞれ765,167千円及び6,175千円含まれてい
る。

　　⑶�　販売費及び一般管理費には、電灯料収入に係る貸倒損失が
15,400千円含まれている。

　　⑷�　財務収益は、受取配当金、預金利息及び貸付金利息の合計額
である。

　　⑸�　「電気事業雑収益」及び「事業外収益」の内訳及び留意事項
は次のとおりである。

　　　①�　受託工事益1,697,423千円。なお、受託工事収入金額は
8,691,652千円であり、下請業者に支出した金額は4,190,507千
円である。

　　　②　貸地等収入　265,158千円
　　　　�　なお、上記金額のには社宅貸付料の収入金額が98,315千円

含まれている。
　　　③　固定資産売却益　1,298,695千円
　　　　�　なお、当該固定資産売却益に係る収入金額は16,591,115千

円である。
　　　④�　電球引換料、配線貸付料及び諸機器貸付料の合計額
　　　　398,236千円
　　　⑤　損害賠償金　876,915千円
　　　⑥�　その他21,090,970千円（なお当該金額には課税標準の算定

上控除すべき金額は含まれていない。）
　　⑹　「事業外費用」に掛かる留意事項は次のとおりである。
　　　①　不用品売却損　817,256千円
　　　　�　なお、当該不用品売却損に係る収入金額は969,816千円で

ある。
　　　②　固定資産売却損　957,898千円
　　　　�　なお、当該固定資産売却損に係る収入金額は3,947,162千円

である。
　　　③�　その他　8,341,097千円（なお、当該金額には課税標準の算

定上考慮すべき金額は含まれていない。）
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本試験問題 TAC予想問題
〔第一問〕
　問１�　個人の道府県民税（均等割及び所得割に限る。） 及び市町村

民税における①及び②の制度について、以下の点に留意しつつ、
述べなさい。

　　　①　条例による滅免
　　　　◦意義
　　　　◦対象者
　　　　◦納期との関係において対象となる税額の範囲
　　　　◦�市町村民税において減免が行われた場合の道府県民税の取

扱い
　　　②�　障害者等、納税義務者の事情に着目した住民税独自の非課

税制度
　　　　◦意義
　　　　◦対象者
　　　　◦対象となる割の範囲

●全国公開模試〔第一問〕
　〔第一間〕
　　問１�　個人住民税（道府県民税及び市町村民税をいう。）の非課

税制度について、その概要を述べなさい。
　　　　�　なお、条例による減免に言及する必要はありません。

　問２�　個人の道府県民税及び市町村民税における申告手続に関し
て、以下の点について述べなさい。なお、寄附金税額控除に係
る申告特例制度（いわゆる「ふるさと納税ワンストップ特例制
度」）について述べる必要はない。

　　　①　申告書の提出先、提出期限
　　　②�　申告義務を有する者の範囲と、そのうち申告義務が免除さ

れる者の要件
　　　③　所得税の確定申告書が提出された場合の効果

●実力完成答練　第３回〔第一問〕
　〔第一間〕
　　問１�　個人の住民税（道府県民税及び市町村民税をいう。）の申

告義務について述べなさい。（申告書の記載事項及び源泉徴
収票の提出に言及する必婆はありません。）

〔第二問〕
　②　株式等に係る配当所得に係る収入金額の明細

（単位：円）

区分 決算 決算月 収入年月日 株主総会
決議年月日 収入金額

ａ株式（上場） 年１回 ３月 H28.６.25 H28.５.15 65,000
ｂ株式（上場） 年１回 12月 H28.５.13 H28.４.７ 87,000
ｃ株式（非上場） 年１回 １月 H28.７.20 H28.６.24 160,000

　　（注１�）全ての株式の配当について、所得税の確定申告書に記載
されている。

　　（注２�）ａ株式及びｂ株式はＭ源泉徴収選択口座内で保管され、
これらの配当は分離課税により申告されている。なお、個
人住民税の申告書の提出により、個人住民税において異な
る課税方式を選択しているものではない。

　　（注３�）ｃ株式は、一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係
るものである。

　③�　国債の利子� 15,000円
　　（注１�）平成28年１月１日以後に支払を受け、支払の取扱者所在

地はＸ県である。
　　（注２�）国債の利子について、Ｍ源泉徴収選択口座内で保管され、

所得税の確定申告書に記載されている。

●全国公開模試〔第二問〕資料Ⅰ
　①　上場株式等に係る配当所得の収入金額� （単位：円）

区　　分 決算 決算月 株主総会
決議年月日 収入金額

Ａ株式（上場） 年１回 １月 H28.４.26 70,000
Ｂ株式（上場） 年１回 ３月 H28.６.10 120,000
Ｃ株式（未公開） 年１回 ３月 H28.６.20 45,000

　　（注１�）全ての株式の配当について源泉徴収され、所得税の確定
申告書に記載されている。

　　（注２�）Ａ株式及びＢ株式は一般口座内で保管され、これらの配
当は分離課税により申告されている。

●実力完成答練　第４回〔第二問〕資料３
　①　上場株式等に係る配当所得の収入金額� （単位：円）

区　　分 決算 決算月 株主総会
決議年月日 収入金額

ａ株式会社（上場） 年１回 ３月 H28.６.27 107,000
ｂ株式会社（上場） 年１回 １月 H28.４.22 68,700
ｃ株式会社（非上場） 年１回 ７月 H28.10.23 276,500
ｄ株式会社（非上場） 年１回 ３月 H28.６.19 178,700

　　注�　全ての株式の配当について源泉徴収され、所得税では上場株
式については申告分離課税されている。なお、ａ株式について
負債利子の額が47,000円、ｂ株式について負債利子の額が
10,500円ある。

●直前予想答練　第１回〔第二問〕
　①　上場株式等に係る配当所得の収入金額� （単位：円）

区　　分 決算 決算月 株主総会
決議年月日 収入金額

ｘ株式（非公開） 年１回 ３月 H28.６.26 270,000
ｙ株式（上場） 年１回 12月 H28.３.28 34,000
ｚ株式（上場） 年１回 ３月 H28.６.20 57,000

　　注�　全ての株式の配当について源泉徴収され、所得税の確定申告
に際して総合課税している。

　　　�　なお、ｙ株式の取得に係る負債の利子が61,000円、ｚ株式の
取得に係る負債の利子が59,000円ある。

住 民 税
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〔第二問〕
　④　譲渡所得に係る収入金額等の明細

（単位：円）
区分 取得年月日 譲渡年月日 収入金額 取得費 譲渡費用 譲渡先

ｄ株式（上場） H28.５.２ H28.７.14 323,000 215,000 7,000 証券会社
ｅ株式（上場） H28.７.23 H28.10.１ 254,000 403,000 6,000 証券会社

　（注１�）上場株式の譲渡についてはＭ源泉徴収選択口座内で取引さ
れ、所得税の確定申告書に記載されている。

　（注２�）甲の確定申告書において、措法37の12の２①と記載されて
いる。

●全国公開模試〔第二問〕資料Ⅰ
　⑷　譲渡所得に係る収入金額の明細

（単位：円）
区分 取得年月日 譲渡年月日 収入金額 取得費 譲渡費用 譲渡先

Ｄ株式（上場）H28.５.20 H28.６.16 3,650,000 3,500,000 5,000 Ｓ証券会社
Ｅ株式（上場）H28.９.９ H28.10.24 1,240,000 1,450,000 3,000 Ｓ証券会社

　注�　全ての株式の譲渡についてＳ証券会社の特定口座内で源泉徴収
され、所得税の確定申告書に記載されている。

●直前予想答練　第１回〔第二問〕資料Ⅰ
　⑵　譲渡所得に係る収入金額等の明細� （単位：円）

区分 取得年月日 譲渡年月日 収入金額 取得費 譲渡費用 譲渡先
Ａ株式（上場） 平26.７.15 平28.９.５ 1,045,000 770,000 3,000 証券会社
Ｂ株式（上場） 平26.４.３ 平28.11.28 448,000 500,000 3,000 証券会社
Ｃ株式（上場） 平26.10.25 平28.12.10 232,000 120,000 3,000 証券会社

　注�　全ての上場株式の譲渡について同一の証券会社の特定口座内で
源泉徴収され、所得税の確定申告書に申告分離課税する旨が記載
されている。なお、平成28年度において上場株式の譲渡損失繰越
が218,000円生じており、申告要件等の繰越控除の適用要件を満
たしている。
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〔第二問〕
　⑤　支払社会保険料� 730,000円
　⑥　支払生命保険料
　　◦一般生命保険料（平成５年９月１日締結）� 41,000円
　　◦個人年金保険料（平成26年４月３日締結）� 57,000円
　⑦　支払地震保険料等
　　◦旧長期損害保険料（平成18年10月15日締結）� 13,000円
　　◦地震保険料� 38,000円
　⑧　医療機関に支払った金額
　　◦甲の疾病の診療・治療にかかった医療費� 55,000円
　　◦甲の妻の疾病の診療・治療にかかった医療費� 114,000円
　　◦甲及び甲の妻のインフルエンザ予防接種にかかった医療費
� 5,000円
　注�　保険金、損害賠償金その他これらに類するものによる補てんは
行われていない。

　⑨　平成28年中に支出した寄附金の額
　　◦Ｙ市に所在する日本赤十字社の支部に対して寄附した金額
� 12,000円
　　◦Ｐ県に対して寄附した金額� 13,000円
　　◦Ｑ市に対して寄附した金額� 18,000円
　注�　寄附先と寄附金額については、所得税の確定申告書に記載され
ており、地方税法施行令第７条の17に該当する寄附金としてのＹ
市に所在する日本赤十字社の支部の領収書と、Ｐ県及びＱ市の受
領証が添付されている。

●全国公開模試〔第二問〕資料Ⅰ
　⑸　支払社会保険料� 424,600円
　⑹�　支払生命保険料（平成23年12月31日以前に契約を締結している。）
　　①　一般生命保険料� 120,000円
　　②　個人年金保険料� 64,000円
　⑺　支払地震保険料等
　　①　旧長期損害保険料（平成18年10月11日締結）� 32,000円
　　②　地震保険料� 36,000円
　⑻　医療機関に支払った金額
　　①　甲の疾病の診祭・治療にかかった医療費� 117,500円
　　②　甲の妻の疾病の診療・治療にかかった医療費� 31,500円
　　③　甲及び甲の妻のインフルエンザ予防接種にかかった医療費
� 5,000円
　　　注�　保険金、損害賠償金その他これらに類するものによる補て

んは行われていない。
　⑼　支払寄附金額
　　①　Ｘ県に対して寄附した金額� 30,000円
　　②　Ｘ県の共同募金会に対して寄附した金額� 5,000円
　　　注�　寄附先と寄附金額については、所得税の確定申告書に配載

されており、Ｘ県及びＸ県共同募金会の領収書が添付されて
いる。

●実力完成答練　第１回〔第二問〕資料Ⅱ
　〔資料Ⅱ〕甲が支払った保険料等の状況
　　⑴　医療費
　　　①　妻に係る分（平成28年８月支払い）� 88,600円
　　　②　父に係る分（平成28年５月支払い）� 354,120円
　　⑵　社会保険料� 855,721円
　　⑶�　生命保険料（平成28年に契約締結。生命保険契約に係る保険

料39,000 円・個人年金契約に係る保険料27,000円及び介護医療
契約に係る保険料12,000円の合計額である。）� 78,000円

　　⑷　損害保険契約で地震等損害を補てんする契約に係る保険料
� 44,700円
　　⑸　甲県Ａ市所在の日本赤十字社支部に対する寄附金� 473,000円
　　⑹　甲県Ｃ市所在の甲県共同募金会に対する寄附金� 284,000円

●実力完成答練　第４回〔第二問〕資料２
　〔資科２〕甲が支出した保検料等の状況
　　⑴　甲及び同一生計親族に係る社会保険科の支払額� 1,362,000円
　　⑵�　生命保険契約に係る保険料の額194,000円及び個人年金契約

に係る保険料の額103,000円
　　　　いずれの契約も、平成23年に締結されたものである。
　　⑶�　平成21年に締結された損害保険契約で、地震等損害を補填す

る契約に係る保険料の額� 98,000円
　　⑷�　甲及び同一生計親族に係る医療費の支払額� 1,922,500円
　　⑸�　Ａ県Ｃ市に所在する日本赤十字社支部に対して支出した寄附

金の額� 100,000円
　　⑹�　甲の故郷であるＦ県Ｇ村に対して支出した寄附金の額
� 50,000円
　　　　　⑸�及び⑹の寄附金の支出については、所得税の確定申告に

際して申告書に領収書を添付して適法に申告している。

●直前予想答練　第２回〔第二問〕資料２
　【資料２】甲が支出した保険料等の状況
　　⑴　甲及び同一生計親族に係る社会保険料の支払額� 1,084,000円
　　⑵�　生命保険契約に係る保険料の額76,000円・個人年金契約に係

る保険料の額63,000円及び介護医療保険料の額55,000円
　　　　いずれの契約も平成26年に締結されたものである。
　　⑶　損害保険契約に係る保険料55,000円の内訳
　　　①�　Ａ損害保険契約（平成27年契約締結） で、地震等損害を補

てんする契約に係る保険料の額� 34,000円
　　　②�　Ｂ損害保険契約（平成18年契約締結）で、火災による損害

を補てんする旧長期契約に係る保険料の額� 21,000円
　　⑷�　Ａ県Ｃ市に所在する日本赤十字社支部に対して支払った寄附

金の額� 500,000円
　　　�　同支部において収納され、所得税の確定申告に際して同支部

の発行した領収書を添付して適法に申告している。
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〔第二問〕
　⑵�　甲の妻（昭和41年６月４日生）（甲と生計を一にし、同居を常
況としている。）

　　①　甲の経営する事業に、年間を通じて専ら従事している。
　⑶　甲の長男（昭和61年２月18日生）
　　①　給与所得に係る収入金額の明細
　　　◦Ａ社から支払を受けた給与収入金額� 5,850,000円
　　②　一時所得に係る収入金額� 1,800,000円
　　③　宝くじ当選金に係る収入金額� 1,000,000円
　　④　支払社会保険料� 852,000円
　　⑤　支払一般生命保険料（平成25年４月10日締結）� 52,000円
　　⑥　医療機関に支払った金額
　　　◦甲の長男の疾病の診察・治療にかかった医療費� 123,000円
　　注�　保険金、損害賠償金その他これらに類するものによる補てん

は行われていない。
　　⑦�　前年分の所得税における住宅借入金等特別税額控除可能額
� 350,000円
　　　◦前年分の所得税に係る課税総所得金額� 3,404,000円
　　　◦前年分の所得税額（税額控除前）� 253,000円
　　（注１�）平成26年10月15日から居住の用に供しており、前年の所

得税において住宅借入金等特別税額控除額の適用を受けて
いる。

　　（注２�）なお、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる
消費税額等は、すべて８% の税率により課されるべき消費
税額等であった。

　　③　妻とは２年前に離婚し、再婚していない。

●全国公開模試〔第二問〕資料Ⅱ
　【資料Ⅱ】
　　甲と生計を一にする同居の家族の所得等の状況
　　⑴　甲の妻（昭和43年２月13日生）
　　　①�　甲の経営する事業に、年間を通じて専ら従事している。
　　　②�　事業所得及び不動産所得を生ずべき２つの事業に従事して

おり、また、当該それぞれの事業に従事した分量は明らかで
はない。

　　⑵　甲の長男（昭和63年９月22日生）
　　　①　給与所得に係る収入金額� 3,752,000円
　　　②　一時所得に係る収入金額� 750,000円
　　　③　支払社会保険料� 389,200円
　　　④�　支払一般生命保険料（平成23年12月31日以前に契約を締結

している。）� 79,000円
　　　⑤　甲の長男の疾病の診療・治療にかかった医療費� 45,000円
　　　　注�　保険金、損害賠償金その他これらに類するものによる補

てんは行われていない。

●全国公開模試〔第二問〕資料Ⅰ
　⑽�　前年分の所得役における住宅借入金等特別税額控除可能額
　　①　前年分の所得税に係る課税総所得金額
　　②　前年分の所得税額（税額控除前）
　　　注�　平成26年７月12日から居住の用に供しており（特定取得に

該当する。）、前年の所得税において住宅借入金等特別税額控
除の適用を受けている。

〔第二問〕
　⑷�　甲の長男の子（平成25年５月５日）
　　①�　甲の長男の確定申告舎において、甲の長男の扶養親族とされ

ている。
　⑸�　甲の次男（平成６年10月２日生）（甲と生計を一にし、同居を
常況としている。）

　　①　給与所得に係る収入金額の明細
　　　◦Ｂ社から支払を受けた給与収入金額� 1,010,000円
　　②　国立大学の学生である。
　　③　甲の確定申告書において、甲の扶養親族とされている。
　⑹　甲の父（昭和13年11月３日生まれ）の所得等の状況
　　①　老齢厚生年金の収入金額� 3,569,000円
　　②　譲渡所得に係る収入金額等の明細

（単位：円）
区分 取得年月日 譲渡年月日 収入金額 取得費 譲渡費用 譲渡先
Ｃ土地 H３.11.15 H28.５.３ 53,300,000 12,000,000 320,000 個人
家屋 H３.11.20 H28.５.３ 21,000,000 4,900,000 200,000 個人
Ｄ土地 H６.６.24 H28.10.８ 58,200,000 31,000,000 450,000 国
骨董品 H17.６.８ H28.９.27 1,460,000 810,000 40,000 個人
絵画 H26.３.２ H28.８.16 840,000 630,000 50,000 個人

　（注１�）甲の父の確定申告書において、Ｃ土地及び家屋の譲渡は、
居住用の家屋及び敷地の譲渡であることが証明されており、
また、措法第31の３、措法第35と記載されている。

　（注２�）甲の父の機定申告件において、Ｄ土地の譲渡は国が買い取っ
たことが証明されている。

　（注３�）全ての譲渡について所得税の確定申告書に記載されており、
取得費については、甲の父によって証明されている。

　③　支払社会保険科� 217,000円

●全国公開模試〔第二問〕資料Ⅱ
　⑷　甲の次男（平成７年６月７日生）
　　①　給与所得に係る収入金額� 1,009,000円
　　②　国立大学の学生である。
　　③　甲の確定申告書において、甲の扶養親族とされている。
　⑸　甲の父（昭和24年10月29日生）
　　①　老齢厚生年金の収入金額� 1,774,000円
　　②　譲渡所得に係る収入金額等の明細

（単位：円）
区分 取得年月日 譲渡年月日 収入金額 取得費 譲渡費用 譲渡先
自動車 H21.４.４ H28.３.31 480,000 800,000 30,000 法人
土　地 H13.３.25 H28.４.21 41,100,000 11,400,000 450,000 法人
家　屋 H13.４.10 H28.４.21 14,500,000 9,550,000 300,000 法人
書　画 H25.２.11 H28.５.10 1,600,000 225,000 0 個人

　（注１�）甲の父の確定申告書において、土地及び家屋の譲渡は居住
用の敷地及び家屋の譲渡であることが証明されており、当該
確定申告書の「特例適用条文等」の欄には租特法31の３及び
租特法35と記猿されている。

　（注２�）全ての譲渡について所得税の確定申告書に記載されており、
その取得費については、甲の父によって証明されている。

　③　支払社会保険料� 62,800円

●実力完成答練　第２回〔第二問〕資料Ⅰ
　⑷　譲渡所得に関する資料

区分 取得時期 譲渡時期 譲渡先 収入金額 取得費 譲渡費用
絵　画
家　屋
ａ土地

平25.９.16
平15.８.１
平15.８.１

平28.２.27
平28.10.20
平28.10.20

個人
個人
個人

3,540,000円
18,170,000円
45,240,000円

2,240,000円
8,383,000円
20,190,000円

305,000円
359,000円
1,028,000円

　※�　家屋及びａ土地の譲渡は、特別控除の対象となる居住用の家屋
及び敷地の譲渡であることが証明されている。なお、所得税の確
定申告書に租特法31の３及び租特法35と記載されている。
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本試験問題 TAC予想問題
〔第一問〕
　問２�　Ａ株式会社は、平成27年３月決算（事業年度：平成26年４月

１日から平成27年３月31日まで）に係る法人税の確定申告分（法
定申告期限：平成27年５月31日）について脱税行為を行ってい
たため、平成28年２月１日に国税犯則取締法に基づく強制調査
を受け、さらに、税務調査により平成28年10月31日付で更正処
分を受けている（同日の午前10時に更正通知書の送達、納期限：
平成28年11月30日）。

　　　�　X税務署長がＡ株式会社から上記の更正処分に係る法人税を
徴収するため、理論上、滞納処分による差押えをすることがで
きることとなり得た時期（差押えの始期）を早い順に、それぞ
れの差押えの要件と、その日付が始期となる理由を付して、答
案用紙の指定欄に記載しなさい。

　　　　なお、解答に当たり、土日、休日等を考慮する必要はない。

●直前予想答練　第２回〔第一問〕
　２�．国税のための差押えは、大きく督促を要する国税の場合と督促
を要しない国税の場合とに分けることができるが、下記に掲げる
国税の差押えは、どのような場合に執行することができるか述べ
なさい。

　　⑴　納税義務碓定前であり、督促を要しない国税の差押え
　　⑵　納税義務確定後であり、督促を要しない国税の差押え
　　⑶　納税義務確定後であり、督促を要する国税の差押え
　　�　なお、上記の国税はいずれも、譲渡担保権者の物的納税責任の
追及、担保の処分及び国税に関する法律の規定により一定事実が
生じた場合に係るものではない。

〔第二問〕
　　次の設例について、以下の各問に答えなさい。
　�　なお、解答に当たり、延滞税及び遅延損害金の額を考慮する必要
はない。
　　また、解答は答案用紙の指定欄に記載すること。
　　〔設例〕
　　１�　個人事業者であったＡは、申告所得税（平成27年確定分、法

定納期限：平成28年３月15日） 1,000万円を滞納している。
　　２�　滞納者Ａは、所有する自家用車が故障したため、平成28年９

月１日、Ｐ株式会社に修理を依頼した。
　　　�　Ｐ株式会社が修理中の滞納者Ａの自動車をＸ税務署長が差し

押さえ、その後、修理は完了したものの、滞納者Ａが修理代金
（100 万円）を支払わないため、Ｐ株式会社が引き続き自動車（評
価額： 800万円） を占有している。

　　問１�　Ｘ税務署長が設例の自動車を換価するに当たり、これを占
有するための措置を答えなさい。

　　　　�　また、その自動車の換価により徴収することができる金額
とその理由を設例に即して答えなさい。

●全国公開模試〔第二問〕
　�　甲株式会社は乙リース会社とコピー機の賃貸借契約を締結した。
（契約期間平成28年４月１日から平成29年３月31日）その際に、甲
株式会社は１年分の賃借料252,000円（月額21,000円）を前払いして
いる。そして、その後乙リース会社は平成27年度分法人税（法定納
期限等平成28年５月31日） 668,000円を滞納し、所轄のＡ税務署長の
引渡命令後、徴収職員により丙修理工場にあるコピー機が平成28年
８月30日に差し押さえられた。なお、乙リース会社は、修理代金
300,000円を未だ払っていない。そして、甲株式会社は、前記引渡
命令により乙リース会社との賃貸借契約を解除した。これにより、
甲株式会社は、Ａ税務署長に対して前払賃料の請求をし、乙リース
会社に対して損害賠償請求権（請求額250,000円）を有することに
なった。その後、Ａ税務署長は、当該コピー機を公売に付し、1,140,000
円で、換価した。（これに要した滞納処分費37,500円である。）

　�　なお、この滞納処分に際し丙修理工場からＡ税務署長に対し、売
却決定の日の前日までに、修理費未払いの事実について所定の方法
によりその証明がなされている。

　�　この場合における換価代金の配当順位及び、配当金額をその根拠
を示して答えなさい。

　注�　他の財産状況、債権額及び契約期間の変動及び土日、休日など
は一切考慮する必要はない。また、差押え後の公売及び具体的な
取立手続については述べる必要はない。
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